
事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ⅱ．建屋排気フィルタユニット 

(ⅰ) 設置場所 

排気フィルタ第２室及び排気フィルタ 

第３室 

(ⅱ) 個数 

ホ.(イ)(1)②a.(a)ⅱ.(ⅱ)１式 

(ⅲ) フィルタ段数 

ホ.(イ)(1)②a.(a)ⅱ.(ⅲ)

高性能エアフィルタ２段 

止 

(ｂ) 建屋排気フィルタユニット 

ⅰ．設置場所 

排気フィルタ第２室及び排気フィルタ第 

３室 

ⅱ．個数 

１式 

ⅲ．フィルタ段数 

高性能エアフィルタ２段 

ⅳ．高性能エアフィルタの捕集効率 

99.97％以上（0.15μmＤＯＰ粒子） 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサ

ンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイ

メータは，想定される重大事故等が発生し

工程室放射線計測設備の主要設備を添５第

33 表に，工程室放射線計測設備の系統概要図

を添５第 42 図に示す。 

また，重大事故等に対処するために必要な

パラメータに係る計測範囲，重大事故時のプ

ロセスの変動範囲及び重大事故等対処設備の

個数を添５第 34 表に示す。

ｅ．試験・検査 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)④

ｂ．試験・検査性」に示す。 

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサン

プラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメー

タは，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，外観点

検，機能性能確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，取替え

等が可能な設計とする。

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサン

プラは，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，動作

確認が可能な設計とする。 

工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ

線用サーベイメータは，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を確認

するため，外観点検，模擬入力による機能，

性能の確認及び校正が可能な設計とする。 

【放射性廃棄物の廃棄施設】(仕様表) 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(a)i.(ⅱ)は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②a.(a)

ⅱ.(ⅱ)を詳細に記載し

ており整合している。 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(a)ⅱ.(ⅲ)は，高性

能エアフィルタ 2段に

おける総合の効率を示

していることから，事

業変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(a)ⅱ.(ⅲ)と同義で

あり整合している。 

ホ.(イ)(1)②a.(a)ⅱ.(ⅱ) 

ホ.(イ)(1)②a.(a)ⅱ.(ⅱ) 

ホ.(イ)(1)②a.(a)ⅱ.(ⅲ)

ホ.(イ)(1)②a.(a)ⅱ.(ⅲ) 
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ⅲ．建屋排風機 

 

(ⅰ) 設置場所 

排風機室 

 

(ⅱ) 個数 

３台（うち１台予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 工程室排気設備 

ⅰ．工程室排気ダクト 

(ⅰ) 設置場所 

ホ.(イ)(1)②a.(b)i.(i)燃料加工建屋 

 

 

 

 

(ⅱ) 個数 

ホ.(イ)(1)②a.(b)i.(ⅱ)１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 建屋排風機 

 

ⅰ．設置場所 

排風機室 

 

ⅱ．個数 

３台（うち１台予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．工程室排気設備（設備能力 約８万 m3/h） 

(ａ) 工程室排気ダクト 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋 

 

 

 

 

ⅱ．個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.1.1 設計基準対象の施設 

＜中略＞ 

建屋排気設備，ホ.(イ)(1)②

a.(b)i.(i)工程室排気設備，グローブボ

ックス排気設備，給気設備及び窒素循環

設備は燃料加工建屋に収納する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

(2) 工程室排気設備 

＜中略＞ 

工程室排気設備は，工程室排気ダク

ト，工程室排気フィルタユニット，工程

室排風機及び工程室排風機入口手動ダン

パ(外部放出抑制設備で兼用) 

ホ.(イ)(1)②a.(b)i.(ⅱ)で構成する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(b)i.(i)は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②

a.(b)i.(i)と同義であ

り整合している。 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(b)i.(i)は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②

a.(b)i.(i)と同義であ

り整合している。 
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ⅱ．工程室排気フィルタユニット 

 

(ⅰ) 設置場所 

排気フィルタ第１室 

 

(ⅱ) 個数 

ホ.(イ)(1)②a.(b)ⅱ.(ⅱ)１式 

 

 

 

(ⅲ) フィルタ段数 

ホ.(イ)(1)②a.(b)ⅱ.(ⅲ) 

高性能エアフィルタ２段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．工程室排風機 

 

(ⅰ) 設置場所 

排風機室 

 

(ⅱ) 個数 

２台（うち１台予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 工程室排気フィルタユニット 

 

ⅰ．設置場所 

排気フィルタ第１室 

 

ⅱ．個数 

１式 

 

 

 

ⅲ．フィルタ段数 

 

高性能エアフィルタ２段 

ⅳ．高性能エアフィルタの捕集効率 

99.97％以上（0.15μmＤＯＰ粒子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 工程室排風機 

 

ⅰ．設置場所 

排風機室 

 

ⅱ．個数 

２台（うち１台予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設】(仕様表) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(b)ⅱ.(ⅱ)は，事業

変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(b)ⅱ.(ⅱ)を詳細に

記載しており整合して

いる。 

 

設工認の

ホ.(イ)(1)②a.(b)ⅱ.(

ⅲ)は，高性能エアフィ

ルタ 2段における総合

の効率を示しているこ

とから，事業変更許可

申請書（本文）の

ホ.(イ)(1)②a.(b)

ⅱ.(ⅲ)と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②a.(b)ⅱ.(ⅲ) 

 

ホ.(イ)(1)②a.(b)ⅱ.(ⅱ) 
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ⅳ．工程室排風機入口手動ダンパ 

(ⅰ) 個数 

２基 

 

(ｃ) グローブボックス排気設備 

 

ⅰ．グローブボックス排気ダクト 

(ⅰ) 設置場所 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅰ.(ⅰ) 

燃料加工建屋 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 個数 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅰ.(ⅱ)１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．グローブボックス給気フィルタ 

(ⅰ) 設置場所 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅰ) 

各グローブボックス給気口 

(ⅱ) 個数 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ)１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 工程室排風機入口手動ダンパ 

ⅰ．個数 

２基 
 

ｃ．グローブボックス排気設備（設備能力 約 

５万 m3/h） 

(ａ) グローブボックス排気ダクト 

ⅰ．設置場所 

 

燃料加工建屋 

 

 

 

 

 

ⅱ．個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ｂ) グローブボックス給気フィルタ 

ⅰ．設置場所 

 

各グローブボックス給気口 

ⅱ．個数 

１式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1 設計基準対象の施設 

(2) 工程室排気設備 

＜中略＞ 

工程室排気設備は，工程室排気ダク

ト，工程室排気フィルタユニット，工程

室排風機及び工程室排風機入口手動ダン

パ(外部放出抑制設備で兼用)で構成す

る。工程室排気設備のうち，工程室排風

機入口手動ダンパを 2 基設置する設計と

する。 

＜中略＞ 

建屋排気設備，工程室排気設備，

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅰ.(ⅰ)グローブボック

ス排気設備，給気設備及び窒素循環設備は

燃料加工建屋に収納する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

(3) グローブボックス排気設備 

＜中略＞ 

グローブボックス排気設備は，グロー

ブボックス排気ダクト，グローブボック

ス給気フィルタ，グローブボックス排気

フィルタ，グローブボックス排気フィル

タユニット，グローブボックス排風機及

びグローブボックス排風機入口手動ダン

パ(外部放出抑制設備で兼用)ホ.(イ)(1)

②a.(c)ⅰ.(ⅱ)で構成する。 

＜中略＞ 

 

 

(3) グローブボックス排気設備 

5.2  換気設備 

また，ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅰ)グローブボ

ックスの給気口には，高性能エアフィルタを設

置し，グローブボックス内の核燃料物質等が室

内に漏えいしにくい設計とする。 

＜中略＞ 

5.1.1.1 設計基準対象の施設 

(3) グローブボックス排気設備 

＜中略＞ 

グローブボックス排気設備は，グロー

ブボックス排気ダクト，グローブボック

ス給気フィルタ，グローブボックス排気

フィルタ，グローブボックス排気フィル

タユニット，グローブボックス排風機及

びグローブボックス排風機入口手動ダン

パ(外部放出抑制設備で兼用)ホ.(イ)(1)

②a.(c)ⅱ.(ⅱ)で構成する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅰ.(ⅰ)は，事業

変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅰ.(ⅰ)と同義で

あり整合している。 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅰ.(ⅱ)は，事業

変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅰ.(ⅱ)と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)の

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.

(ⅰ)は設工認の「V-2-

3 系統図」に示してお

り整合している。 

 

 

設工認の

ホ.(イ)(1)②a.(c)

ⅱ.(ⅱ)は，事業変更許

可申請書（本文）の

ホ.(イ)(1)②a.(c)

ⅱ.(ⅱ)と同義であり整

合している。 
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ⅱ．グローブボックス給気フィルタ 

(ⅰ) 設置場所 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅰ) 

各グローブボックス給気口 

(ⅱ) 個数 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ)１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) グローブボックス給気フィルタ 

ⅰ．設置場所 

 

各グローブボックス給気口 

ⅱ．個数 

１式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設】(仕様表) 

 

 
 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅱ.(ⅰ)は，事業

変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅱ.(ⅰ)を詳細に

記載しており整合して

いる。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅱ.(ⅱ)は，事業

変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅱ.(ⅱ)を詳細に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ) 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ) 
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ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ) 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ) 
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ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ) 
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ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ) 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ) 
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ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ) 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(ⅱ) 
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ⅲ．グローブボックス排気フィルタ 

 

(ⅰ) 設置場所 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅲ.(ⅰ)工程室内 

 

(ⅱ) 個数 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅲ.(ⅱ)１式 

 

(ⅲ) フィルタ段数 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅲ.(ⅲ) 

高性能エアフィルタ１段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) グローブボックス排気フィルタ 

 

ⅰ．設置場所 

工程室内 

 

ⅱ．個数 

１式 

 

ⅲ．フィルタ段数 

 

高性能エアフィルタ１段又は２段 

ⅳ．高性能エアフィルタの捕集効率 

99.97％以上（0.15μmＤＯＰ粒子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設】(仕様表) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅲ.(ⅰ)は，事業

変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅲ.(ⅰ)を詳細に

記載しており整合して

いる。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅲ.(ⅱ)は，事業

変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅲ.(ⅱ)を詳細に

記載しており整合して

いる。 

 

設工認の

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(

ⅲ)は，高性能エアフィ

ルタ 1段における効率

を示していることか

ら，事業変更許可申請

書（本文）の

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅱ.(

ⅲ)と同義であり整合し

ている。 
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ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅲ.(ⅱ) 
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    ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅲ.(ⅲ)-2-1 
又は２段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5.2  換気設備 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅲ.(ⅲ)-2-1 換気設備は，

核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の

高性能エアフィルタを設ける設計とすること

で，周辺環境に放出される核燃料物質等の量を

合理的に達成できる限り少なくし，放射線障害

を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅲ.(ⅲ)-2-1 は，

事業変更許可申請書

（本文）のホ.(イ)(1)

②a.(c)ⅲ.(ⅲ)-2-1 と

同義であり整合してい

る。 
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ⅳ．グローブボックス排気フィルタユニット 

 

(ⅰ) 設置場所 

排気フィルタ第１室 

 

(ⅱ) 個数 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅳ.(ⅱ)１式 

 

(ⅲ) フィルタ段数 

ホ.(イ)(1)②a.(c)ⅳ.(ⅲ) 

高性能エアフィルタ２段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ．グローブボックス排風機 

 

(ⅰ) 設置場所 

排風機室 

 

(ⅱ) 個数 

２台（うち１台予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) グローブボックス排気フィルタユニット 

 

ⅰ．設置場所 

排気フィルタ第１室 

 

ⅱ．個数 

１式 

 

ⅲ．フィルタ段数 

 

高性能エアフィルタ２段 

ⅳ．高性能エアフィルタの捕集効率 

99.97％以上（0.15μmＤＯＰ粒子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｅ) グローブボックス排風機 

 

ⅰ．設置場所 

排風機室 

 

ⅱ．個数 

２台（うち１台予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設】(仕様表) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅳ.(ⅱ)は，事業

変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅳ.(ⅱ)を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅳ.(ⅲ)は，高性

能エアフィルタ 2段に

おける総合の効率を示

していることから，事

業変更許可申請書（本

文）のホ.(イ)(1)②

a.(c)ⅳ.(ⅲ)と同義で

あり整合している。 
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ⅵ．グローブボックス排風機入口手動ダンパ 

 

(ⅰ) 個数 

２基 

 

 

 

 

(ｄ) 給気設備 

 

ⅰ．設置場所 

ホ.(イ)(1)②a.(d)ⅰ.燃料加工建屋 

 

 

 

ⅱ．個数 

ホ.(イ)(1)②a.(d)ⅱ.１式 

 

 

 

 

 

(ｅ) 窒素循環設備 

 

ⅰ．窒素循環ダクト 

 

(ⅰ) 設置場所 

ホ.(イ)(1)②a.(e)ⅰ.燃料加工建屋 

 

(ⅱ) 個数 

ホ.(イ)(1)②a.(e)ⅱ.１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｆ) グローブボックス排風機入口手動ダンパ 

 

ⅰ．個数 

２基 

 

 

 

 

ｄ．給気設備 

 

(ａ) 設置場所 

燃料加工建屋 

 

 

 

(ｂ) 個数 

１式 

 

 

 

 

 

ｅ．窒素循環設備（設備能力 約３万 m3/h） 
 

(ａ) 窒素循環ダクト 

 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋 

 

ⅱ．個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) グローブボックス排気設備 

＜中略＞ 

グローブボックス排気設備は，グロー

ブボックス排気ダクト，グローブボック

ス給気フィルタ，グローブボックス排気

フィルタ，グローブボックス排気フィル

タユニット，グローブボックス排風機及

びグローブボックス排風機入口手動ダン

パ(外部放出抑制設備で兼用)で構成す

る。グローブボックス排気設備のうち，

グローブボックス排風機入口手動ダンパ

を 2基設置する設計とする。 
＜中略＞ 

 

5.1.1.1 設計基準対象の施設 

＜中略＞ 

気体廃棄物の廃棄設備は，建屋排気

設備，工程室排気設備，グローブボッ

クス排気設備，給気設備，窒素循環設

備及び排気筒ホ.(イ)(1)②a.(d)ⅱ.で

構成する。 

 

建屋排気設備，工程室排気設備，グロ

ーブボックス排気設備，ホ.(イ)(1)②

a.(d)ⅰ.給気設備及び窒素循環設備は燃

料加工建屋に収納する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

建屋排気設備，工程室排気設備，グロ

ーブボックス排気設備，給気設備及び

ホ.(イ)(1)②a.(e)ⅰ.窒素循環設備は燃

料加工建屋に収納する設計とする。 

＜中略＞ 

 

(5) 窒素循環設備 

窒素循環設備は，窒素ガス設備から

供給された窒素ガスを窒素循環冷却機

で冷却し，窒素循環ファン及び窒素循

環ダクトで窒素雰囲気型グローブボッ

クス(窒素循環型)内を循環させる設計

とする。 

窒素循環設備は，窒素循環ダクト，

窒素循環ファン及び窒素循環冷却機

ホ.(イ)(1)②a.(e)ⅱ.で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(d)ⅰ.は，事業変更

許可申請書（本文）の

ホ.(イ)(1)②a.(d)ⅰ.

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(d)ⅱ.は，事業変更

許可申請書（本文）の

ホ.(イ)(1)②a.(d)ⅱ.

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(e)ⅰ.は，事業変更

許可申請書（本文）の

ホ.(イ)(1)②a.(e)ⅰ.

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

a.(e)ⅱ.は，事業変更

許可申請書（本文）の

ホ.(イ)(1)②a.(e)ⅱ.

と同義であり整合して

いる。 
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ⅱ．窒素循環ファン 

 

(ⅰ) 設置場所 

冷却機械室 

 

(ⅱ) 個数 

２台（うち１台予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．窒素循環冷却機 

 

(ⅰ) 設置場所 

冷却機械室 

 

(ⅱ) 個数 

２台（うち１台予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｆ) 排気筒 

 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋地上１階屋外 

 

ⅱ．個数 

１基 

 

 

 

(ｂ) 窒素循環ファン 

 

ⅰ．設置場所 

冷却機械室 

 

ⅱ．個数 

２台（うち１台予備） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 窒素循環冷却機 

 

ⅰ．設置場所 

冷却機械室 

 

ⅱ．個数 

２台（うち１台予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．排気筒 

 

(ａ) 設置場所 

燃料加工建屋地上１階屋外 

 

(ｂ) 個数 

１基 

＜中略＞ 

【放射性廃棄物の廃棄施設】(仕様表) 

 
 

 
 

(6) 排気筒 

排気筒は，建屋排気設備，工程室排気

設備及びグローブボックス排気設備で処

理した放射性気体廃棄物を放出する設計

とし，燃料加工建屋地上 1階屋外に 1基

設置する設計とする。また，排気筒の排

気口は，燃料加工建屋の北東，地上高さ

を約 20ｍ(標高約 75ｍ)とする設計とす

る。 
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ホ.(イ)(1)②-2-1気体廃棄物の廃棄設備の配置図

を第５図に示す。 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②-2-2また，気体廃棄物の廃棄設備の系

統概要図を第10図に示す。 

 

 

ｂ．重大事故等対処設備 

(ａ) 外部放出抑制設備 

   ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-1 

［常設重大事故等対処設備］ 

グローブボックス排気ダクト（設計基準対

象の施設と兼用）（第２表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添５第 31 表(１) 外部放出抑制設備の主要設備の仕様 

 

(１) 外部放出抑制設備 

[常設重大事故等対処設備] 

ａ．グローブボックス排気ダクト（設計基準対象の

施設と兼用）（添５第 39 図(１)，添５第 39 図

(２)，添５第 40 図(１)及び添５第 40 図(２)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(1) 外部放出抑制設備 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-

1,3,6,9,12,14,17,20,23,25 外部放出抑

制設備は，グローブボックス排気設備の

ダクト，グローブボックス給気フィル

タ，グローブボックス排気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタユニット及

びグローブボックス排風機入口手動ダン

パ，工程室排気設備の工程室排気ダク

ト，工程室排気フィルタユニット及び工

程室排風機入口手動ダンパ，グローブボ

ックス排気閉止ダンパ，工程室排気閉止

ダンパ並びに可搬型ダンパ出口風速計で

構成する。 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-1,3,6,9,17,23

グローブボックス排気ダクト，グローブ

ボックス給気フィルタ，グローブボック

ス排気フィルタ，グローブボックス排気

フィルタユニット，グローブボックス排

風機入口手動ダンパ及びグローブボック

ス排気閉止ダンパは，常設重大事故等対

処設備と位置づけ，設計基準対象の施設

のグローブボックス排気設備の一部と兼

用する設計とする。 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-12,14,20,25 工

程室排気ダクト，工程室排気フィルタユ

ニット，工程室排風機入口手動ダンパ及

び工程室排気閉止ダンパは，常設重大事

故等対処設備と位置づけ，設計基準対象

の施設の工程室排気設備の一部と兼用す

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)のホ.(イ)(1)②

-2-1 は設工認の「V-

2-4 配置図」に示して

おり整合している。 

 

事業変更許可申請書

(本文)のホ.(イ)(1)②

-2-2 は設工認の「V-

2-3 系統図」に示して

おり整合している。 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-

1,3,6,9,12,14,17,20,2

3,25 は，事業変更許可

申請書（本文）の

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-

1,3,6,9,12,14,17,20,2

3,25 と同義であり整合

している。 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-1,3,6,9,17,23

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-

1,3,6,9,17,23 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-12,14,20,25

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-

12,14,20,25 と同義で

あり整合している。 
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ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-2１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-3 

グローブボックス給気フィルタ（設計基準

対象の施設と兼用）（第２表） 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-4１式 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-5 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μmＤＯＰ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数  量  １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．グローブボックス給気フィルタ（設計基準対象

の施設と兼用）（添５第 39 図(１)，添５第 39

図(２)，添５第 40 図(１)及び添５第 40 図

(２)） 

 

数  量   １式 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設】(仕様表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-2 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-2 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-4 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-4 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-5 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-5 と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-2 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-4 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-7 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-10 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-5 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-15 
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ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-6 

グローブボックス排気フィルタ（設計基準

対象の施設と兼用）（第２表） 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-7１式 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-8 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μmＤＯＰ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-9 

グローブボックス排気フィルタユニット

（設計基準対象の施設と兼用）（第２表） 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-10１式 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-11 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μmＤＯＰ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．グローブボックス排気フィルタ（設計基準対象

の施設と兼用）（添５第 39 図(１)，添５第 39

図(２)，添５第 40 図(１)及び添５第 40図

(２)） 

数  量   １式 

 

 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．グローブボックス排気フィルタユニット（設計

基準対象の施設と兼用）（添５第 39図(１)，添

５第 39図(２)，添５第 40図(１)及び添５第 40

図(２)） 

数  量   １式 

 

 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-7 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-7 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-8 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-8 と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-10 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-10 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-11 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-11 と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-8 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-11 
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ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-12 

工程室排気ダクト（設計基準対象の施設と

兼用）（第２表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-13１式 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-14 

工程室排気フィルタユニット（設計基準対

象の施設と兼用）（第２表） 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-15１式 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-16 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μmＤＯＰ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．工程室排気ダクト（設計基準対象の施設と兼

用）（添５第 39図(１)，添５第 39図(２)，添

５第 40図(１)及び添５第 40 図(２)） 

数  量   １式 

 

 

 

 

 

 

ｆ．工程室排気フィルタユニット（添５第 39 図

(１)，添５第 39図(２)，添５第 40図(１)及び

添５第 40図(２)） 

 

 

数  量   １式 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-13 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-13 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-15 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-15 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-16 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-16 と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-13 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-16 

3
8
6

843



 

 

事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-17 

グローブボックス排風機入口手動ダンパ

（設計基準対象の施設と兼用）（第２表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-18２基 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-18 

駆動動力源 手動 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-19 

取付位置  グローブボックス

排風機前部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．グローブボックス排風機入口手動ダンパ（設計

基準対象の施設と兼用）（添５第 39図(１)，添

５第 39図(２)，添５第 40図(１)及び添５第 40

図(２)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数  量  ２基 

 

 

 

 

 

 

駆動動力源 手動 

 

 

取付位置  グローブボックス排風機前部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(1) 外部放出抑制設備 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気ダクト，グローブボックス給気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィル

タ，グローブボックス排気フィルタユニ

ット，工程室排気ダクト，工程室排気フ

ィルタユニット，グローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手

動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダ

ンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型

ダンパ出口風速計で構成する。外部放出

抑制設備のうち，グローブボックス排風

機入口手動ダンパを 2 基，工程室排風機

入口手動ダンパを 2基，グローブボック

ス排気閉止ダンパを 2 基，工程室排気閉

止ダンパを 2基設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-18,19 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパが使用できない場

合は，放出経路となり得るグローブボッ

クスからの排気系に設置するグローブボ

ックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

からの排気系に設置する工程室排風機入

口手動ダンパを地下１階の現場にて手動

操作により閉止できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-18 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-18 と同義であり整合

している。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-19 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-19 と同義であり整合

している。 
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ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-20 

工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準対

象の施設と兼用）（第２表） 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-22２基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-21 

駆動動力源 手動 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-22 

取付位置  工程室排風機前部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-23 

グローブボックス排気閉止ダンパ 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-26２基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ．工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の

施設と兼用）（添５第 39図(１)，添５第 39 図

(２)，添５第 40図(１)及び添５第 40 図(２)） 

 

数  量  ２基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駆動動力源 手動 

 

 

取付位置  工程室排風機前部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉ．グローブボックス排気閉止ダンパ 

 

数  量  ２基 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気ダクト，グローブボックス給気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィル

タ，グローブボックス排気フィルタユニ

ット，工程室排気ダクト，工程室排気フ

ィルタユニット，グローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手

動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダ

ンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型

ダンパ出口風速計で構成する。外部放出

抑制設備のうち，グローブボックス排風

機入口手動ダンパを 2 基，工程室排風機

入口手動ダンパを 2基，グローブボック

ス排気閉止ダンパを 2 基，工程室排気閉

止ダンパを 2基設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-21,22 

グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパが使用できない場

合は，放出経路となり得るグローブボッ

クスからの排気系に設置するグローブボ

ックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

からの排気系に設置する工程室排風機入

口手動ダンパを地下１階の現場にて手動

操作により閉止できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気ダクト，グローブボックス給気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィル

タ，グローブボックス排気フィルタユニ

ット，工程室排気ダクト，工程室排気フ

ィルタユニット，グローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手

動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダ

ンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型

ダンパ出口風速計で構成する。外部放出

抑制設備のうち，グローブボックス排風

機入口手動ダンパを 2 基，工程室排風機

入口手動ダンパを 2基，グローブボック

ス排気閉止ダンパを 2 基，工程室排気閉

止ダンパを 2基設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-21 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-21 と同義であり整合

している。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-22 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-22 と同義であり整合

している。 
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ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-24 

駆動動力源 窒素 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-24 

取付位置  グローブボックス

排風機前部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-25 

工程室排気閉止ダンパ 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-30２基 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-27 

 

 

駆動動力源 窒素 

 

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-26 

取付位置  工程室排風機前部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駆動動力源 窒素 

 

 

 

 

取付位置  グローブボックス排風機前部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｊ．工程室排気閉止ダンパ 

 

数  量  ２基 

 

 

 

 

駆動動力源 窒素 

 

 

取付位置  工程室排風機前部 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスに係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失した場合には，

ホ.(イ)(1)②b.(a)-2-24 放出経路となり

得るグローブボックスからの排気系に設

置するグローブボックス排気閉止ダンパ

及び工程室からの排気系に設置する工程

室排気閉止ダンパを中央監視室に設置す

る盤の手動操作により駆動動力源の窒素

を当該ダンパに供給することで閉止でき

る設計とする。 

＜中略＞ 

外部放出抑制設備は，グローブボック

ス排気ダクト，グローブボックス給気フ

ィルタ，グローブボックス排気フィル

タ，グローブボックス排気フィルタユニ

ット，工程室排気ダクト，工程室排気フ

ィルタユニット，グローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手

動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダ

ンパ，工程室排気閉止ダンパ及び可搬型

ダンパ出口風速計で構成する。外部放出

抑制設備のうち，グローブボックス排風

機入口手動ダンパを 2 基，工程室排風機

入口手動ダンパを 2基，グローブボック

ス排気閉止ダンパを 2 基，工程室排気閉

止ダンパを 2基設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

外部放出抑制設備は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスに係る設計

基準対象の施設として機能を期待するグ

ローブボックス温度監視装置の感知機能

又はグローブボックス消火装置の消火機

能が喪失した場合には，ホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-26 放出経路となり得るグローブ

ボックスからの排気系に設置するグロー

ブボックス排気閉止ダンパ及び工程室か

らの排気系に設置する工程室排気閉止ダ

ンパを中央監視室に設置する盤の手動操

作により駆動動力源の窒素を当該ダンパ

に供給することで閉止できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-24 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-24 と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(a)-2-26 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(a)-

2-26 と同義であり整合

している。 
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重大事故の発生を仮定するグローブボック

ス（設計基準対象の施設と兼用）（第１

表） 

８基 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型ダンパ出口風速計 

５台（予備として

故障時及び

待機除外時

のバックア

ップを３

台） 

計測範囲  ０～50ｍ/s 

計測方式  熱式風速計 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 代替グローブボックス排気設備 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-1 

［常設重大事故等対処設備］ 

グローブボックス排気ダクト（設計基準対

象の施設と兼用）（第３表） 

 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-2１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添５第 32表(１) 代替グローブボックス排気設備の主

要設備 

の仕様 

 

(１) 代替グローブボックス排気設備 

 

[常設重大事故等対処設備] 

ａ．グローブボックス排気ダクト（設計基準対象の

施設と兼用）（添５第 41図(１)及び添５第 41

図(２)） 

数  量  １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2 重大事故等対処設備 

(2) 代替グローブボックス排気設備 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-1,-3,-5 代替グ

ローブボックス排気設備は，グローブボ

ックス排気ダクト，グローブボックス給

気フィルタ，グローブボックス排気フィ

ルタ，可搬型排風機付フィルタユニッ

ト，可搬型フィルタユニット及び可搬型

ダクトで構成する。 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-1,-3,-5 グロー

ブボックス排気ダクト，グローブボック

ス給気フィルタ及びグローブボックス排

気フィルタは，常設重大事故等対処施設

と位置付け，設計基準対象の施設のグロ

ーブボックス排気設備の一部と兼用する

設計とする。 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設】(仕様表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(b)-2-1 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(b)-

2-1 と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(b)-2-2 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(b)-

2-2 を詳細に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-2 
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ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-3 

グローブボックス給気フィルタ（設計基準

対象の施設と兼用）（第３表） 

 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-4１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-5 

グローブボックス排気フィルタ（設計基準

対象の施設と兼用）（第３表） 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-6１式 

 

 

 

 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボック

ス（設計基準対象の施設と兼用）（第１

表） 

８基 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型排風機付フィルタユニット 

３台（予備として

故障時及び

待機除外時

のバックア

ップを２

台） 

粒子除去効率  99.97％以上 

（0.15μmＤＯＰ粒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．グローブボックス給気フィルタ（設計基準対象

の施設と兼用）（添５第 41 図(１)及び添５第

41 図(２)） 

数  量  １式 

 

 

 

ｃ．グローブボックス排気フィルタ（設計基準対象

の施設と兼用）（添５第 41 図(１)及び添５第

41 図(２)） 

数  量  １式 

ｄ．重大事故の発生を仮定するグローブボックス

（設計基準対象の施設と兼用）（添５第 32表

(２)） 

基  数  ８基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(b)-2-3 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(b)-

2-3 と同義であり整合

している。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(b)-2-4 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(b)-

2-4 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(b)-2-5 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(b)-

2-5 と同義であり整合

している。 

 

設工認のホ.(イ)(1)②

b.(b)-2-6 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(イ)(1)②b.(b)-

2-6 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-2 

ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-4 
ホ.(イ)(1)②b.(b)-2-6 
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子）／段 

容  量  約1100m3/h/台 

可搬型フィルタユニット 

３台（予備として

故障時及び

待機除外時

のバックア

ップを２

台） 

粒子除去効率  99.97％以上 

（0.15μmＤＯＰ粒子）／段 

可搬型ダクト     １式 

(ｃ) 工程室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型ダストサンプラ 

２台（予備として

故障時のバ

ックアップ

を１台） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

２台（予備として

故障時のバ

ックアップ

を１台） 

計測範囲  B.G～100Kmin-1（ア

ルファ線） 

B.G～300Kmin-1

（ベータ線） 

種  類  ＺｎＳ（Ａｇ）シ

ンチレーション式

検出器 

プラスチックシンチ 

レーション式検出器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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(２) 廃棄物の処理能力 

① 排気能力 

ホ.(イ)(2)①建屋排風機，工程室排風機，グ

ローブボックス排風機の排気量の合計 約

320000m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 高性能エアフィルタの捕集効率 

99.97％以上（0.15μmＤＯＰ粒子） 

 

 

 

 

 

(３) 排気口の位置 

ホ.(イ)(3)-2-1排気口は，燃料加工建屋の北

東に位置し，その地上高さは約20ｍ（標高約75

ｍ）である。 

 

ホ.(イ)(3)-2-2排気口の位置を第２図に示す。 

 

【放射性廃棄物の廃棄施設】(仕様表) 

 
 

 

 

 

 

 

 

(6) 排気筒 

排気筒は，建屋排気設備，工程室排気

設備及びグローブボックス排気設備で処

理した放射性気体廃棄物を放出する設計

とし，燃料加工建屋地上 1階屋外に 1基

設置する設計とする。また，排気筒の排

気口は，ホ.(イ)(3)-2-1 燃料加工建屋の

北東，地上高さを約 20ｍ(標高約 75ｍ)

とする設計とする。 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(イ)(2)①

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ホ.(イ)(2)①と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(イ)(1)②a.及び

ホ.(イ)(1)②b.にて，

放射性廃棄物の廃棄施

設の各フィルタの仕様

表で捕集効率 99.97％

以上(0.15μmＤＯＰ粒

子)であるため整合し

ている。 

 

設工認のホ.(イ)(3)-2-

1 は，事業変更許可申

請書（本文）の

ホ.(イ)(3)-2-1 と同義

であり整合している。 

 

事業変更許可申請書

(本文)のホ.(イ)(3)-

2-2 は，設工認の「V-

2-1構内配置図」に示

しており整合してい

る。 

 

 

 

  

ホ.(イ)(2)① 
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(ロ） 液体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

① 概要 

ａ．液体廃棄物の廃棄設備の種類 

 

 

液体廃棄物の廃棄設備は，低レベル廃液処

理設備，廃油保管室の廃油保管エリア及び海

洋放出管理系で構成する。 

 

 

 

 

低レベル廃液処理設備及び廃油保管室の廃

油保管エリアは燃料加工建屋に収納する。 

 

 

燃料加工建屋の主要構造は「ハ.(ハ)成形施

設(１)施設の種類」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル廃液処理設備は，分析設備から発

生する廃液，放出管理分析設備から発生する

廃液，管理区域内で発生する空調機器ドレン

水等を受け入れ，必要に応じてホ.(ロ)(1)①

a.-2-1 ろ過等の処理を行い放射性物質の濃度

が線量告示に定められた周辺監視区域外の水

中の濃度限度以下であることを確認した後，

排水口から排出する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ロ) 液体廃棄物の廃棄設備 

＜中略＞ 

  (３) 主要設備の仕様 

 

 

液体廃棄物の廃棄設備は，低レベル廃液処理

設備，廃油保管室の廃油保管エリア及び海洋放

出管理系で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 系統構成及び主要設備 

低レベル廃液処理設備は，核燃料物質の検

査設備の分析設備から発生する廃液，放出管

理分析設備から発生する廃液，管理区域内で

発生する空調機器ドレン水等を検査槽に受け

入れ，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の

処理を行い，廃液貯槽に送液する。 

＜中略＞ 

廃液貯槽で受け入れた廃液は，必要に応じ

て，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液

中の放射性物質の濃度が線量告示に定められ

た周辺監視区域外の水中の濃度限度以下であ

ることを確認した後，排水口から排出する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1.2 液体廃棄物の廃棄設備 

＜中略＞ 

 

液体廃棄物の廃棄設備は，低レベル廃液処理設

備，廃油保管室の廃油保管エリア及び海洋放出管

理系で構成する。 

 

 

 

 

低レベル廃液処理設備，廃油保管室の廃油保管

エリアは，燃料加工建屋に収納する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.1 低レベル廃液処理設備 

低レベル廃液処理設備は，検査槽，ろ過処理

オープンポートボックス，ろ過処理装置，吸着

処理オープンポートボックス，吸着処理装置及

び廃液貯槽で構成する。 

 

 

低レベル廃液処理設備は，分析設備から発生

する廃液，放出管理分析設備から発生する廃

液，管理区域内で発生する空調機器ドレン水等

を受け入れ，必要に応じてホ.(ロ)(1)①a.-2-

1，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い放射性物

質の濃度が線量告示に定められた周辺監視区域

外の水中の濃度限度以下であることを確認した

後，排水口から排出する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，低レベル廃液処理設備を設ける燃料加

工建屋の管理区域内には，分析設備から発生す

る廃液，放出管理分析設備から発生する廃液，

管理区域内で発生する空調機器ドレン水等が管

理されずに排出される排水が流れる排水路に通

じる開口部を設けない設計とする。 

低レベル廃液処理設備は，液体状の放射性廃

棄物を処理するために必要な容量を有する設計

とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書(本

文)の「ハ.(ハ)成形施

設(１)施設の種類」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

a.-2-1 は，事業変更

許可申請書（本文）の

ホ.(ロ)(1)①a.-2-1

を具体的に記載してお

り整合している。 
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ホ.(ロ)(1)①a.-2-2 排水口から排出した排

水は，海洋放出管理系の第１放出前貯槽及び

第１海洋放出ポンプを経由して海洋放出管の

海洋放出口から海洋へ放出する設計とする。 

 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(1)①a.-2-3ＭＯＸ燃料加工施設か

ら排出した排水が通過する再処理施設の経路

を，再処理施設と共用し， 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(1)①a.-2-4 共用によってＭＯＸ燃料

加工施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(1)①a.-2-5,6 廃油保管室の廃油保

管エリアは，管理区域内において，機器の点

検並びに交換及び装置の稼動に伴って発生す

る機械油又は分析作業に伴い発生する有機溶

媒（以下「油類」という。）を油類廃棄物と

して保管廃棄するために必要な容量を確保す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 設計方針 

＜中略＞ 

③ 共用 

海洋放出管理系は，ＭＯＸ燃料加工施設の排

水口から排出した排水を再処理施設の第１放出

前貯槽及び第１海洋放出ポンプを経由して海洋

へ放出する設計とし，排水が通過する再処理施

設の経路は，再処理施設と共用する。 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設は，海洋放出管理系から

の逆流を防止する設計とすることから，共用に

よってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわな

い設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 系統構成及び主要設備 

＜中略＞ 

廃油保管室の廃油保管エリアは，管理区域内に

おいて，油類廃棄物を保管廃棄するために必要な

容量を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3 海洋放出管理系 

ホ.(ロ)(1)①a.-2-2MOX燃料加工施設の排水

口から排出した排水は，海洋放出管理系である

MOX燃料加工施設の排水口から再処理施設まで

の配管，再処理施設の第 1放出前貯槽(再処理

施設と共用(以下同じ。))及び第 1 海洋放出ポ

ンプ(再処理施設と共用(以下同じ。))を経由し

て海洋放出管(再処理施設と共用(以下同じ。))

の海洋放出口から海洋へ放出する設計とする。 

 

ホ.(ロ)(1)①a.-2-3 海洋放出管理系のう

ち，MOX燃料加工施設から排出した排水が通過

する再処理施設の経路を，再処理施設と共用す

る。 

 

 

 

ホ.(ロ)(1)①a.-2-4 再処理施設と共用する経

路の境界には弁を設置し，MOX燃料加工施設へ

の海洋放出管理系からの逆流を防止する設計と

することから，共用によって MOX燃料加工施設

の安全性を損なわない設計とする。 

 

5.1.2 液体廃棄物の廃棄設備 

＜中略＞ 

ホ.(ロ)(1)①a.-2-5 液体廃棄物の廃棄設備

は，管理区域内において，機器の点検並びに交換

及び装置の稼動に伴って発生する機械油又は分析

作業に伴い発生する有機溶媒(以下「油類」とい

う。)を油類廃棄物として保管廃棄できる設計と

する。 

＜中略＞ 

 

5.1.2.2 廃油保管室の廃油保管エリア 

廃油保管室の廃油保管エリアは，管理区域内

において，油類を油類廃棄物として保管廃棄す

るために必要な容量を確保する設計とする。 

廃油保管室の廃油保管エリアは，燃料加工建

屋の管理区域内で発生する再利用しない油類の

うち，ドラム缶又は金属製容器に封入した油類

を油類廃棄物として保管廃棄する設計とする。 

なお，油類廃棄物を封入する容器は，以下の

事項を考慮した容器を使用することを保安規定

に定めて，管理する。 

(1) 水が浸透しにくく，腐食に耐え，及び放射性

廃棄物が漏れにくい構造とする設計とする。 

(2) 亀裂又は破損が生じるおそれがない構造とす

る設計とする。 

(3) 容器の蓋が容易に外れないように固定可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

a.-2-2 は，事業変更許

可申請書(本文)の

ホ.(ロ)(1)①a.-2-2 を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

a.-2-3 は，事業変更許

可申請書(本文)の

ホ.(ロ)(1)①a.-2-3 と

同義であり整合してい

る。 
 

設工認のホ.(ロ)(1)①

a.-2-4 は，事業変更

許可申請書(本文)の

ホ.(ロ)(1)①a.-2-4

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

a.-2-5 は，事業変更許

可申請書(本文)の

ホ.(ロ)(1)①a.-2-5 と

同義であり整合してい

る。 
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ｂ．主要な設備及び機器の種類及び個数 

(ａ) 低レベル廃液処理設備 

ⅰ．ホ.(ロ)(1)①b.i-2-1検査槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 設置場所 

液体廃棄物処理第３室 

(ⅱ) 個数 

ホ.(ロ)(1)①b.i-2-2４基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 液体廃棄物の廃棄設備の主要な設備の仕様 

① 低レベル廃液処理設備 

ａ．検査槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 設置場所 

液体廃棄物処理第３室 

(ｂ) 個数 

約10ｍ3×２基 

約２ｍ3×２基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の加工施設】(仕様表) 

 
 

 

 
 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

b.i-2-1 は，事業変更

許可申請書（本文）の

ホ.(ロ)(1)①b.i-2-1

を詳細に記載しており

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

b.i-2-2 は，事業変更

許可申請書（本文）の

ホ.(ロ)(1)①b.i-2-2

を詳細に記載しており

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅰ-2-2 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅰ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅰ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅰ-2-2 
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ⅱ．ろ過処理オープンポートボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 設置場所 

液体廃棄物処理第２室 

(ⅱ) 個数 

１基 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-1ろ過処理装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 設置場所 

液体廃棄物処理第２室及び液体廃棄物

処理第３室 

(ⅱ) 個数 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-2１台 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．ろ過処理オープンポートボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 設置場所 

液体廃棄物処理第２室 

(ｂ) 個数 

１基 

 

 

 

 

 
 

ｃ．ろ過処理装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 設置場所 

液体廃棄物処理第２室及び液体廃棄物処

理第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

b.ⅲ-2-1 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2

-1 を詳細に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

b.ⅲ-2-2 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2

-2 を詳細に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-2 
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ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-2 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-2 
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ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-2 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-2 
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ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-2 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅲ-2-2 
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ⅳ．吸着処理オープンポートボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 設置場所 

液体廃棄物処理第２室 

(ⅱ) 個数 

１基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ⅴ．ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-1吸着処理装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 設置場所 

液体廃棄物処理第１室及び液体廃棄物

処理第２室 

(ⅱ) 個数 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-2１台 

 

 

 

 

 

ｄ．吸着処理オープンポートボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 設置場所 

液体廃棄物処理第２室 

(ｂ) 個数 

１基 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ｅ．吸着処理装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 設置場所 

液体廃棄物処理第１室及び液体廃棄物処

理第２室 

(ｂ) 個数 

１台 

＜中略＞ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

b.ⅴ-2-1 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2

-1 を詳細に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(1)①

b.ⅴ-2-2 は，事業変

更許可申請書（本文）

のホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2

-2 を詳細に記載して

おり整合している。 

 

 

 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-2 
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ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-2 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-2 
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ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-2 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-1 

ホ.(ロ)(1)①b.ⅴ-2-2 
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ⅵ．廃液貯槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 設置場所 

液体廃棄物処理第３室 

(ⅱ) 個数 

３基 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 廃油保管室の廃油保管エリア 

ⅰ．設置場所 

廃油保管室 

(ｃ) グローブボックス負圧・温度監視設備 

ⅰ．個数 

１式 

 

ホ.(ロ)(1)①-2-1 液体廃棄物の廃棄設備の配

置図を第５図に示す。 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(1)①-2-2 また，液体廃棄物の廃棄設

備の系統概要図を第 11図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．廃液貯槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 設置場所 

液体廃棄物処理第３室 

(ｂ) 個数 

約22ｍ3×３基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)のホ.(ロ)(1)①

-2-1 は，設工認の

「V-2-4配置図」に示

しており整合してい

る。 

 

事業変更許可申請書

(本文)のホ.(ロ)(1)①

-2-2 は，設工認の

「V-2-3系統図」に示

しており整合してい

る。 
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(２) 廃棄物の処理能力 

① ホ.(ロ)(2)①-2-1 低レベル廃液処理設備の処

理能力を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 液体廃棄物の廃棄設備 

＜中略＞ 

 

ホ.(ロ)(2)①-2-1 液体廃棄物の廃棄設備は，

廃棄物を処理するために必要な容量を有する設計

とする。 

 

【その他の加工施設】(仕様表) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ.(ロ)(2)①

-2-1 は，事業変更許

可申請書（本文）の

ホ.(ロ)(2)①-2-1 と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(2)①-2-2,3 
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設工認のホ.(ロ)(2)①

-2-2 は，事業変更許

可申請書（本文）の

ホ.(ロ)(2)①-2-2 と

同義であり整合してい

る。 

(約5m3に対して

0.25m3/h×24h=6m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(2)①-2-2 
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設工認のホ.(ロ)(2)①

-2-3 は，事業変更許

可申請書（本文）の

ホ.(ロ)(2)①-2-3 と

同義であり整合してい

る。 

(約0.5m3に対して

0.021m3/h×

24h=0.504m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(2)①-2-3 
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② 廃油保管室の廃油保管エリアは，油類廃棄物

を200Ｌドラム缶換算で約100本保管廃棄する能

力を確保する。 

 

 

(３) 排水口の位置 

ホ.(ロ)(3)-2-1 排水口は，低レベル廃液処理

設備の排水弁の出口であり，燃料加工建屋の南

西に位置する。排水口の位置を第２図に示す。 

 

 

 

 

 

ホ.(ロ)(3)-2-2 なお，排水口からの排水は，

再処理施設の海洋放出管理系の第１放出前貯槽

及び第１海洋放出ポンプを経由して海洋放出管

の海洋放出口から海洋へ放出する。 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3 海洋放出管理系 

ホ.(ロ)(3)-2-2MOX 燃料加工施設の排水口か

ら排出した排水は，海洋放出管理系である MOX

燃料加工施設の排水口から再処理施設までの配

管，再処理施設の第 1 放出前貯槽(再処理施設

と共用(以下同じ。))及び第 1海洋放出ポンプ

(再処理施設と共用(以下同じ。))を経由して海

洋放出管(再処理施設と共用(以下同じ。))の海

洋放出口から海洋へ放出する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)のホ.(ロ)(3)-

2-1 は，設工認の「Ⅴ

-2-1構内配置図」に示

しており整合してい

る。 

 

 

設工認のホ.(ロ)(3)-2-

2 は，事業変更許可申

請書(本文)の

ホ.(ロ)(3)-2-2 と同義

であり整合している。 
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事業変更許可申請書(本文) 事業変更許可申請書(添付書類五) 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

① 固体廃棄物の廃棄設備の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄設備は，廃棄物保管設備（廃

棄物保管第１室及び廃棄物保管第２室の廃棄物保

管エリア）及び再処理施設の第２低レベル廃棄物

貯蔵建屋の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低

レベル廃棄物貯蔵系で構成する。 

 

 

廃棄物保管設備は燃料加工建屋に収納する。 

 

 

 

燃料加工建屋の主要構造は「ハ.(ハ)成形施設

(１)施設の種類」に示す。 

 

 

 

ト.(ハ)(1)①-2-1 廃棄物保管設備及び第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系は，ドラム缶又は金属製角型容

器に封入した雑固体（固型化処理した油類を含

む。）を固体廃棄物として保管廃棄する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備 

(１) 概要 

固体廃棄物の廃棄設備は，廃棄物保管設備（廃

棄物保管第１室及び廃棄物保管第２室の廃棄物保

管エリア）及び再処理施設の低レベル固体廃棄物

貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系で構成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物保管設備（廃棄物保管第１室及び廃棄物保

管第２室の廃棄物保管エリア）及び第２低レベル

廃棄物貯蔵系は，ドラム缶又は金属製角型容器に

封入した雑固体（固型化処理した油類を含む。）

を固体廃棄物として保管廃棄する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

＜中略＞ 

5.1.3 固体廃棄物の廃棄設備 

＜中略＞ 

MOX燃料加工施設から発生する雑固体（固

型化処理した油類を含む。）は，再処理施設

で発生する雑固体と同等の廃棄物特性である

ことを確認して保管する。 

放射性固体廃棄物の保管廃棄に当たって

は，線量当量率，廃棄物中のプルトニウム質

量等を測定することを保安規定に定めて，管

理する。 

 

固体廃棄物の廃棄設備は，廃棄物保管設備

（廃棄物保管第１室及び廃棄物保管第２室の

廃棄物保管エリア）及び再処理施設の第２低

レベル廃棄物貯蔵建屋の低レベル固体廃棄物

貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系で構成

する。 

 

廃棄物保管設備は燃料加工建屋に収納する

設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

ト.(ハ)(1)①-2-1 固体廃棄物の廃棄設備

は，MOX燃料加工施設から発生する雑固体

（固型化処理した油類を含む。）を固体廃棄

物として保管廃棄できる設計とする。 

＜中略＞ 
 

5.1.3.1 廃棄物保管設備 

廃棄物保管設備は，ドラム缶又は金属

製角型容器に封入した雑固体(固型化処

理した油類を含む。)を固体廃棄物とし

て保管廃棄する設計とする。 

＜中略＞ 

 

5.1.3.2 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

第 2低レベル廃棄物貯蔵系(再処理施

設と共用(以下同じ。))は，ドラム缶又

は金属製角型容器に封入した雑固体(固

型化処理した油類を含む。)を固体廃棄

物として保管廃棄する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書(本

文)の「ハ.(ハ)成形施

設(１)施設の種類」に

示す。 

 

設工認のト.(ハ)(1)①

-2-1 は，事業変更許

可申請書（本文）の

ト.(ハ)(1)①-2-1 と

同義であり整合してい

る。 
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ト.(ハ)(1)①-2-2 廃棄物保管設備及び第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系は， 

 

ト.(ハ)(1)①-2-3 固体廃棄物を保管廃棄するため

に必要な容量を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(ハ)(1)①-2-4 このため，再処理施設の第２

低レベル廃棄物貯蔵系を，再処理施設と共用し，

共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 主要な設備及び機器の種類及び個数 

ａ．廃棄物保管設備 

(ａ) 廃棄物保管エリア 

ⅰ．設置場所 

廃棄物保管第１室及び廃棄物保管第２室 

ｂ．低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

(ａ) 第２低レベル廃棄物貯蔵系（再処理施設

と共用） 

ⅰ．設置場所 

再処理施設 第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋 

廃棄物保管設備の位置を第５図に，低レベル

固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系の位置を第２図に示す。 

 

 

 

 

 

(２) 設計方針 

① 貯蔵等に関する考慮 

固体廃棄物の廃棄設備は，適切な貯蔵容量

を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 共用 

再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

また，第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ

燃料加工施設から発生する雑固体及び再処理施

設で発生する低レベル廃棄物の推定年間発生量

に対して必要な容量を有することから，共用に

よってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわな

い設計とする。 

＜中略＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 固体廃棄物の廃棄設備 

ト.(ハ)(1)①-2-2 固体廃棄物の廃棄設備

は，ト.(ハ)(1)①-2-3 放射性廃棄物を保管廃

棄するために必要な容量を有する設計とする。 

 

 

 

5.1.3.1 廃棄物保管設備 

＜中略＞ 

なお，固体廃棄物を封入する容器は，

以下の事項を考慮した容器を使用するこ

とを保安規定に定めて，管理する。 

(1) 水が浸透しにくく，腐食に耐え，及

び放射性廃棄物が漏れにくい構造とす

る設計とする。 

(2) 亀裂又は破損が生じるおそれがない

構造とする設計とする。 

(3) 容器の蓋が容易に外れないように固

定可能な設計とする。 

 

5.1.3.2 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

＜中略＞ 

ト.(ハ)(1)①-2-4 再処理施設の低レベ

ル固体廃棄物貯蔵設備の第 2 低レベル廃

棄物貯蔵系は，MOX 燃料加工施設と共用

する。 

第 2低レベル廃棄物貯蔵系は，MOX燃

料加工施設から発生する雑固体及び再処

理施設で発生する低レベル廃棄物の推定

年間発生量に対して必要な容量を有する

こととし，共用によって MOX 燃料加工施

設の安全性を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ハ)(1)①

-2-2 は，事業変更許

可申請書（本文）の

ト.(ハ)(1)①-2-2 と

同義であり整合してい

る。 

 

 

設工認のト.(ハ)(1)①

-2-3 は，事業変更許

可申請書（本文）の

ト.(ハ)(1)①-2-3 と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ハ)(1)①

-2-4 は，事業変更許

可申請書（本文）の

ト.(ハ)(1)①-2-4 と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 
 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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(２) 廃棄物の処理能力 

該当なし 

 

(３) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

固体廃棄物の廃棄設備の最大保管廃棄能力を

以下に示す。 

① 廃棄物保管設備 

200Ｌドラム缶換算で約 2500 本 

② 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

200Ｌドラム缶換算で約 55200 本 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

非常用設備は，火災防護設備， 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明設備，所内電源設備，補機駆動用燃料補給設

備，拡散抑制設備，水供給設備，緊急時対策所及び

通信連絡設備で構成する。 

 

(１) 火災防護設備 

① 構造 

ａ．安全機能を有する施設に対する火災防護設備

及び重大事故等対処施設に対する火災防護設備 

 

 

火災防護設備は，ト.(イ)(1)①a.-1安全機能

を有する施設に対する火災防護設備及び重大事

故等対処施設に対する火災防護設備で構成す

る。 

 

 

 

安全機能を有する施設ト.(イ)(1)①a.-2を火

災から防護するための火災防護設備は，火災発

生防止設備，火災感知設備，消火設備及び火災

影響軽減設備で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等対処施設ト.(イ)(1)①a.-3

を火災から防護するための火災防護設備は，火

災発生防止設備，火災感知設備及び消火設備で

構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．その他の加工設備の附属施設 

(イ)  非常用設備 

(１) 火災防護設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対す

る火災防護設備及び重大事故等対処施設に対する

火災防護設備で構成する。 

 

 

① 安全機能を有する施設に対する火災防護設備 

ａ．概要 

MOX燃料加工施設内の火災区域及び火災区画

に設置する安全機能を有する施設を火災及び爆

発から防護することを目的として，火災及び爆

発の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに

火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した

火災防護対策を講ずる。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

② 重大事故等対処施設に対する火災防護設備 

ａ．概要 

MOX 燃料加工施設内の火災区域及び火災区画

に設置する重大事故等対処施設を火災及び爆発

から防護することを目的として，火災及び爆発

の発生防止，火災の早期感知及び消火のそれぞ

れを考慮した火災防護対策を講ずる。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

第 2章 個別項目 

7. その他の加工施設 

7.1 非常用設備 

7.1.1 火災防護設備 

火災防護設備の設計に係る共通的な設計方針

については，第 1章 共通項目の「3.自然現象

等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等によ

る損傷の防止」，「6.加工施設内における溢水

による損傷の防止」及び「8.設備に対する要

求」に基づくものとする。 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

＜中略＞ 

 

 

 

 

7.1.1.1 安全機能を有する施設に対する火災防護

設備及び重大事故等対処施設に対する火災

防護設備 

 

火災防護設備は，ト.(イ)(1)①a.-1 火

災区域構造物及び火災区画構造物，火災感

知設備，消火設備並びに火災影響軽減設備

で構成する。 

 

 

 

火災防護設備の基本設計方針について

は，安全機能を有する施設

ト.(イ)(1)①a.-2 が，火災又は爆発によ

り MOX燃料加工施設の安全性が損なわれな

いよう，火災及び爆発の発生を防止し，早

期に火災発生を感知し消火を行い，かつ，

火災及び爆発の影響を軽減するために，火

災防護上重要な機器等を設置する火災区域

及び火災区画に対して，火災防護対策を講

ずる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

また，重大事故等対処施設

ト.(イ)(１)①a.-3 が，火災又は爆発によ

り重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれないよう，火災及び爆発の発生

を防止し，早期に火災発生を感知し消火を

行うために，重大事故等対処施設を設置す

る火災区域及び火災区画に対して，火災防

護対策を講ずる設計とする。 

＜中略＞ 

事業変更許可申請書

（本文）第三号ト項に

おいて，設工認の内容

は以下のとおり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(イ)(1)①

a.-1 は，事業変更許可

申請書(本文)の

ト.(イ)(1)①a.-1 を具

体的に記載しており整

合している。 

 

設工認のト.(イ)(1)①

a.-2 は，事業変更許可

申請書(本文)の

ト.(イ)(1)①a.-2 を具

体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(イ)(1)①

a.-3 は，事業変更許可

申請書(本文)の

ト.(イ)(1)①a.-3 を具

体的に記載しており整

合している。 
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火災感知設備は，固有の信号を発するアナロ

グ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器を組

み合わせて設置することを基本とするが，各火

災区域又は火災区画における放射線，取付面高

さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や火災の

性質を考慮し，ト.(イ)(1)①a.-4上記の設置が

適切でない場合においては，非アナログ式の火

災感知器の中から２つの異なる種類の感知器を

設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.1.2 火災感知設備 

火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災感知器の型式

は，放射線，取付面高さ，温度，湿

度，空気流等の環境条件及び予想さ

れる火災の性質を考慮して選定する

とともに，火災を早期に感知できる

よう固有の信号を発する異なる種類

の火災感知器として，アナログ式煙

感知器及びアナログ式熱感知器の組

合せを基本として設置する設計とす

る。 

ト.(イ)(1)①a.-4 屋内において取

り付け面高さが熱感知器の上限を超

える場合，高線量区域又は蓄電池室

にあたっては，アナログ式感知器の

設置が適さないことから，少なくと

も 1つは非アナログ式の煙感知器，

非アナログの熱感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

ト.(イ)(1)①a.-4 また，発火性又

は引火性の雰囲気を形成するおそれ

のある場所については，防爆型のア

ナログ式熱感知器(熱電対)及び防爆

型の非アナログ式の炎感知器又は防

爆型の非アナログ式の熱感知器(スポ

ット型)及び防爆型の非アナログ式の

煙感知器を設置する設計とする。 

ト.(イ)(1)①a.-4 グローブボック

ス内は，主要な工程で核燃料物質を

非密封で取り扱うという特徴があ

り，MOX粉末やレーザ光による誤作動

や内装機器及び架台が障壁となるこ

とにより，煙感知器及び炎感知器並

びにサーモカメラでは火災を感知で

きないおそれがあることから，火災

源の位置等を考慮した上で，早期感

知ができ，また，動作原理の異なる 2

種類の熱感知器を組み合わせて設置

する設計とする。 

ト.(イ)(1)①a.-4 非アナログ式の

火災感知器は，環境条件等を考慮す

ることにより誤作動を防止する設計

とする。 

ト.(イ)(1)①a.-4 非アナログ式の

炎感知器は，監視範囲に火災の感知

に影響を及ぼす死角がないように設

置する設計とするとともに，屋内に

設置する場合は，外光が当たらず，

高温物体が近傍にない箇所に設置す

る設計とする。 

ト.(イ)(1)①a.-4 非アナログ式の

熱感知器を設置する場合は，誤作動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(イ)(1)①

a.-4 は，事業変更許可

申請書(本文)の

ト.(イ)(1)①a.-4 を具

体的に記載しており整

合している。 
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また，中央監視室で常時監視可能な火災受信

機を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス内に設置する火災感知設備

は，火災源の位置等を考慮した上で，早期感知

ができ，また，動作原理の異なる２種類の熱感

知器を組み合わせて設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，中央監視室で常時監視可能な監視制御

盤を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防止対策のため高温物体が近傍にな

い箇所に設置する設計とする。 

ト.(イ)(1)①a.-4非アナログ式の

煙感知器を設置する場合は，誤作動

防止対策のため煙が拡散しやすい換

気口近傍には設置しない設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

 

火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災感知設備は，中

央監視室に設置する受信機に火災信

号を表示するとともに警報を発する

ことで，常時監視できる設計とする

とともに，火災感知器の設置場所を1

つずつ特定できることにより，火災

の発生場所を特定できる設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

 

グローブボックス内は，主要な工

程で核燃料物質を非密封で取り扱う

という特徴があり，MOX粉末やレーザ

光による誤作動や内装機器及び架台

が障壁となることにより，煙感知器

及び炎感知器並びにサーモカメラで

は火災を感知できないおそれがある

ことから，火災源の位置等を考慮し

た上で，早期感知ができ，また，動

作原理の異なる 2種類の熱感知器を

組み合わせて設置する設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災感知設備は，中

央監視室に設置する受信機に火災信

号を表示するとともに警報を発する

ことで，常時監視できる設計とする

とともに，火災感知器の設置場所を1

つずつ特定できることにより，火災

の発生場所を特定できる設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(イ)(1)①

a.-4 は，事業変更許可

申請書(本文)の

ト.(イ)(1)①a.-4 を具

体的に記載しており整

合している。 
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消火設備は，破損，誤作動又は誤操作によ

り，火災1安全上重要な施設の安全機能

ト.(イ)(1)①a.-5及びグローブボックスの閉じ

込め機能を損なわない設計とし，火災発生時の

煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難である火災区域又は火災区画であるかを考慮

し，固定式のガス消火装置等を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備のうち，消火用水を供給する消火水

供給設備は，再処理施設及び廃棄物管理施設と

共用する。 

 

また，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉について

は，火災区域設定のため，火災影響軽減設備と

する設計とし，再処理施設と共用する。 

再処理施設と共用する火災防護設備は，共用

によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

火災及び爆発の影響軽減の機能を有するもの

として，安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災

区画及び隣接する火災区域又は火災区画の火災

及び爆発による影響を軽減するため，火災耐久

試験で確認した３時間以上の耐火能力を有する

耐火壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，MOX燃料加工施設とウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉について

は，火災区域設定のため，火災影響軽減設備と

する設計とし，再処理施設と共用する。 

火災影響軽減設備は，MOX燃料加工施設にお

ける火災又は爆発の発生を想定しても，影響を

軽減できるよう十分な耐火能力を有する設計と

することで，共用によって MOX燃料加工施設の

安全性を損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.1.3 消火設備 

火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の消火設備は，破損，

誤作動又は誤操作が起きた場合のほ

か，火災感知設備の破損，誤作動又

は誤操作が起きたことにより消火設

備が作動した場合においても，火災 1

火災防護上重要な機器等の安全機能

ト.(イ)(1)①a.-5 及び重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

MOX燃料加工施設では，臨界管理の

観点から可能な限り水を排除するた

めに，工程室及びグローブボックス

については，自動又は現場での手動

操作による固定式のガス消火装置を

設置することにより消火を行う設計

とする。 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

7.1.1.1.5 設備の共用 

MOX燃料加工施設とウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の

扉は，再処理施設と共用する。 

本扉は，火災区域設定のため，火

災影響軽減設備として十分な耐火能

力を有する設計とすることで，共用

によって MOX燃料加工施設の安全性

を損なわない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

7.1.1.1.1 火災区域構造物及び火災区画構造物 

火災区域は，第 1章 共通項目の

「5.1.1安全機能を有する施設」及び

「5.1.2重大事故等対処施設」に示す

耐火壁により隣接する他の火災区域

と分離する設計とする。 

火災区画は，第 1章 共通項目の

「5.1.1安全機能を有する施設」及び

「5.1.2重大事故等対処施設」に示す

耐火壁，離隔距離及び系統分離状況

に応じて火災区域を細分化する設計

とする。 

このうち，火災区域は，3時間以上

の耐火能力を有する耐火壁として，3

時間耐火に設計上必要な 150mm以上

の壁厚を有するコンクリート壁や火

災耐久試験により 3時間以上の耐火

能力を有する耐火壁により隣接する

他の火災区域と分離する。 

 

設工認のト.(イ)(1)①

a.-5は，事業変更許可

申請書(本文)の

ト.(イ)(1)①a.-5を具

体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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又は１時間以上の耐火能力を有する隔壁等を

設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．重大事故等対処設備 

(ａ) 代替火災感知設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発

生した場合において，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス内の火災源近傍の温度

を計測することで，核燃料物質等の飛散又は

漏えいの原因となる火災を確認し，消火の実

施を判断するために必要な核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用す

る重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内の火災源近傍に設

置する測温抵抗体及び中央監視室に設置する

端子盤を有する火災状況確認用温度計並びに

火災状況確認用温度計で計測した火災源近傍

の温度を表示する火災状況確認用温度表示装

置及び可搬型グローブボックス温度表示端末

で構成する。 

代替火災感知設備は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内における火災を確

認し，遠隔消火装置による消火の実施を判断

するため，火災状況確認用温度計及び火災状

況確認用温度計に接続して設置する火災状況

確認用温度表示装置の組合せにより，中央監

視室にて重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内における火災源近傍の温度を確認

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

a. 3 時間耐火隔壁 

3時間耐火隔壁は，互いに相違す

る系列を分離し，火災及び爆発の

影響を軽減するために，3時間以上

の耐火能力を有する耐火隔壁を設

置する設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

c. 1 時間耐火隔壁，火災感知設備及

び自動消火設備 

1 時間耐火隔壁は，互いに相違す

る系列を分離し，火災及び爆発の

影響を軽減するために，1時間以上

の耐火能力を有する耐火隔壁を設

置する設計とする。 

また，火災感知設備及び自動消

火設備を設置する設計とする。 

なお，火災感知設備及び自動消

火設備については「7.1.1.1.2火災

感知設備」及び「7.1.1.1.3 消火設

備」に基づく設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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火災状況確認用温度表示装置を使用できな

い場合は，火災状況確認用温度計に中央監視

室から可搬型グローブボックス温度表示端末

を接続することで，重大事故の発生を仮定す

るグローブボックス内における火災源近傍の

温度を確認できる設計とする。 

代替火災感知設備は，環境条件を考慮する

ことに加え，内蔵する充電池の給電により動

作する火災状況確認用温度表示装置又は乾電

池の給電により動作する可搬型グローブボッ

クス温度表示端末で火災源近傍の温度を確認

できる設計とすることで，非常用所内電源設

備の給電により動作する火災防護設備のグロ

ーブボックス温度監視装置に対して給電方式

の多様性を図る設計とする。 

また，火災状況確認用温度計で計測した火

災源近傍の温度は火災状況確認用温度表示装

置に表示することで確認できる設計とすると

ともに，静的機器のみで構成する火災状況確

認用温度計に可搬型グローブボックス温度表

示端末を接続することにより，計測した火災

源近傍の温度を確認できる設計とすること

で，火災防護設備のグローブボックス温度監

視装置に対して独立性を有する設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボック

ス温度表示端末は，共通要因によって火災防

護設備のグローブボックス温度監視装置又は

代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備

と同時にその機能が損なわれるおそれがない

ように，火災防護設備のグローブボックス温

度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大

事故等対処設備が設置される建屋から100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，燃料加工建屋にも保管す

ることで位置的分散を図る。燃料加工建屋内

に保管する場合は火災防護設備のグローブボ

ックス温度監視装置又は代替火災感知設備の

常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管

することで位置的分散を図る。 

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計

は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若し

くは分離された状態からコネクタ接続により

重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計

は，重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クス内における火災源近傍の温度を確認する

ため，重大事故時に想定される変動範囲を監

視可能な-196～450℃の計測範囲を有する設

計とするとともに，重大事故の発生を仮定す

るグローブボックス内の火災源となる９箇所

に対してそれぞれの火災源近傍の温度を計測

できるよう９系列有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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代替火災感知設備の火災状況確認用温度表

示装置は，代替消火設備及び外部放出抑制設

備を用いた重大事故等対策が完了するまでの

間，重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クス内における火災源近傍の温度を確認する

ために必要な容量の充電池を有する設計とす

る。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボック

ス温度表示端末は，代替消火設備及び外部放

出抑制設備を用いた重大事故等対策が完了す

るまでの間，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内における火災源近傍の温度を

確認するために必要な容量の乾電池を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時のバックアップを

１台の合計２台以上を確保する。 

代替火災感知設備は，火災防護設備のグロ

ーブボックス温度監視装置の安全機能の喪失

を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重

大事故等に対処することから，当該系統の範

囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を

１セット確保する。 

代替火災感知設備は，耐熱性を有する又は

火災による温度上昇の影響を受けない場所に

設置することで，重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内における火災により上昇

する温度の影響を考慮しても機能を維持でき

る設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替火災感知設備の火災状況確認用温度

計及び可搬型グローブボックス温度表示端末

は，「ロ．(ト)(２)②ｅ．地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない設

計とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る燃料加工建屋に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボック

ス温度表示端末は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・

貯水所又は第２保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とす

る。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処設

備，可搬型グローブボックス温度表示端末

は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置又は保管及び被水防護する設計とす

る。 

代替火災感知設備の常設事故等対処設備

は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に

設置することにより，機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

代替火災感知設備の可搬型グローブボック

ス温度表示端末は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所

又は第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。 

内的事象を要因として発生した場合に対処

に用いる代替火災感知設備の火災状況確認用

温度表示装置は，自然現象，人為事象，溢

水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設

備による機能の確保，修理の対応により重大

事故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボック

ス温度表示端末は，想定される重大事故等が

発生した場合においても設置及び常設設備と

の接続に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定として，中央監

視室で操作可能な設計とすることにより，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボック

ス温度表示端末と代替火災感知設備の火災状

況確認用温度計との接続は，コネクタ接続に

統一することにより，速やかに，容易かつ確

実に現場での接続が可能な設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボック

ス温度表示端末は，容易かつ確実に接続で

き，かつ，複数の系統が相互に使用すること

ができるよう，コネクタ接続又はより簡便な

接続方式を用いる設計とする。 

代替火災感知設備の常設重大事故等対処設

備は，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，独立し

て外観点検，機能性能確認等が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

代替火災感知設備の可搬型グローブボック

ス温度表示端末は，通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認する

ため，独立して動作確認が可能な設計とす

る。 

(ｂ) 代替消火設備 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発

生した場合において，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス内の火災源に対し消火

剤を放出することで，核燃料物質等の飛散又

は漏えいの原因となる火災を消火するために

必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設

備を設置する。 

代替消火設備である遠隔消火装置は，消火

ガスボンベ，消火ガス配管，消火ノズル等の

消火剤を放出する流路及び遠隔消火装置を起

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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動するために起動用配管内に充填する圧力を

開放する系統で構成する。また，起動用配管

内に充填する圧力を開放する系統は，盤の手

動操作により電磁弁を開放することで起動用

配管内の圧力を開放する手段及び手動操作に

より圧力開放用の弁を開放することで起動用

配管内の圧力を開放する手段を有する系統と

する。 

所内電源設備の一部である受電開閉設備等

を常設重大事故等対処設備として設置する。 

所内電源設備については「ト．(イ)(３) 

所内電源設備」に示す。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故

の発生を仮定するグローブボックスに係る設

計基準対象の施設として機能を期待するグロ

ーブボックス温度監視装置の感知機能又はグ

ローブボックス消火装置の消火機能の喪失を

確認し，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内における火災の発生を確認した場

合には，速やかに火災を消火するため，中央

監視室に設置する盤の手動操作により電磁弁

を開放することで起動用配管内の圧力を開放

し，起動用配管内の圧力により通常閉止して

いる消火ガスボンベのばね式の弁が自動的に

開放することによって，消火ガスボンベから

消火剤を放出できる設計とする。 

中央監視室に設置する盤等が使用できない

場合は，中央監視室近傍に設置する圧力開放

用の弁を手動操作により開放することで起動

用配管内の圧力を開放し，起動用配管内の圧

力により通常閉止している消火ガスボンベの

ばね式の弁が自動的に開放することによっ

て，消火ガスボンベから消火剤を放出できる

設計とする。また，遠隔消火装置の中央監視

室近傍で操作する圧力開放用の弁は，重大事

故に対処するための機能を発揮することがで

きるよう並列に２重化する設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置の消火ノズル

は，消火剤を放出する対象となるオイルパン

の全面に対して消火剤を放出できる位置に設

置することで，確実に火災を消火できる設計

とする。 

遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定す

るグローブボックス内の火災源となる９箇所

に対し，それぞれ消火できるよう設置する設

計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監

視室に設置する盤の手動操作にて起動するた

めに必要な設備は，所内電源設備の一部であ

る受電開閉設備等の給電により起動する設計

とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，環境条件

を考慮することに加え，中央監視室に設置す

る盤の手動操作又は中央監視室近傍に設置す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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る圧力開放用の弁の手動操作により圧力を充

填する起動用配管内の圧力を開放し，消火ガ

スボンベから消火剤を放出できる設計とする

ことで，自動起動する火災防護設備のグロー

ブボックス消火装置に対して動作原理の多様

性を図る設計とする。 

また，遠隔消火装置は，電源を必要とせず

に起動又は内蔵する蓄電池の給電により起動

できる設計とすることで，非常用所内電源設

備の給電により起動する火災防護設備のグロ

ーブボックス消火装置に対して給電方式の多

様性を図る設計とする。 

さらに，遠隔消火装置は，火災源となる潤

滑油に設置したオイルパンに対して局所的に

消火剤を放出又はオイルパンを内包する機器

筐体に対して局所的に消火剤を放出する設計

とすることで，グローブボックス全体に対し

て消火剤を放出し窒息消火を行う火災防護設

備のグローブボックス消火設備に対して消火

方式の多様性を図る設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故

の発生を仮定するグローブボックス内におけ

る火災を消火するため，検証試験によって消

火性能が確認された消火剤を使用するととも

に，全域放出方式の場合は消防法施行規則第

20条に基づき算出する消火剤量又は局所放出

方式の場合は検証試験結果を基に火災源とな

る潤滑油に対して設置したオイルパンの燃焼

面積に対して必要な消火剤量に余裕を考慮し

た消火剤量を有する設計とするとともに，重

大事故の発生を仮定するグローブボックス内

の火災源となる９箇所に対してそれぞれ消火

できるよう９系列有する設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，火災防護

設備のグローブボックス消火装置の安全機能

の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失

する重大事故等に対処することから，当該系

統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な

設備を１セット確保する。 

代替消火設備は，耐熱性を有する又は火災

による温度上昇の影響を受けない場所に設置

することで，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス内における火災により上昇する

温度の影響を考慮しても機能を損なわない設

計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替消火設備の遠隔消火装置のうち弁の

手動操作により起動するための系統及び消化

剤を放出する系統に係る設備は，「ロ．

(ト)(２)②ｅ．地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ることでその機能を損なわない設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被

水防護する設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，内部発生

飛散物の影響を受けない場所に設置すること

により，機能を損なわない設計とする。 

内的事象を要因として発生した場合に対処

に用いる代替消火設備の遠隔消火装置の中央

監視室に設置する盤の手動操作にて起動する

ために必要な設備は，自然現象，人為事象，

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替

設備による機能の確保，修理の対応により重

大事故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，想定され

る重大事故等が発生した場合においても操作

に支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定として，放射線の影響

を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら操作可能な設計又は中央監視室で操作可能

な設計とする。 

代替消火設備は，通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認する

ため，独立して外観点検，機能確認等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に維持

するため，保修等が可能な設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，独立して機器付きの圧

力計により遠隔消火装置の起動用配管におけ

る系統内の圧力が所定値以上であることの確

認が可能な設計とする。 

代替消火設備の遠隔消火装置のうち中央監

視室近傍に設置する圧力開放用の弁は，通常

時において，重大事故等に対処するために必

要な機能を確認するため，独立して動作確認

により２重化されたそれぞれの圧力開放用の

弁に固着がないことの確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

② 主要な設備・機器の種類 

ａ．安全機能を有する施設に対する火災防護設備 

(ａ) 火災感知設備 

 

 
（注１）非アナログ式の熱感知器は，作動温度を周囲温

度より高い温度に設定する設計とすることによ

り，誤作動を防止する設計とする。 

（注２）非アナログ式の煙感知器は，蒸気等が充満する

場所に設置しない設計とすることにより，誤作

動を防止する設計とする。 

（注３）潤滑油を内包する機器近傍に設置する場合は，

当該機器のプロセス温度監視及び異常時の工程

停止の措置を講ずることで，機器発熱による誤

作動（非火災報）を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ト.(イ)(1)②a.(b)-1(ｂ) 消火設備 

 

 
 

 

 

注１：火災区域又は火災区画に設置する窒素消火装置及

び二酸化炭素消火装置（注２を除く）は，消防法

施行規則第十九条に基づき，単位体積あたりに必

要な量の消火剤を配備する。 

注２：油火災（油内包設備や燃料タンクからの火災）が

想定される非常用発電機室は，消防法施行規則第

十九条に基づき算出される必要量の消火剤を配備

する。 

注３：グローブボックス消火装置は，グローブボックス

の給気量に対して95%の消火ガスを放出する。 

また，複数連結したグローブボックスについて

は，消火ガスの放出単位を設定し，その放出単位

の給気量の合計値に対して95%の消火ガスを放出

する設計とし，消火剤容量は最も大きな放出単位

を消火できる量以上を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注４：火災区域又は火災区画に設置する消火器について

は，消防法施行規則第六条から第八条に基づき延

床面積又は床面積から算出した必要量の消火剤を

配備する。 

・防火水槽      １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，ト.(イ)(1)②a.(b)-1 火災

の影響を受けるおそれのある火災防

護上重要な機器等及び重大事故等対

処施設を設置する火災区域又は火災

区画のうち，火災発生時の煙又は放

射線の影響により消火活動が困難と

なる箇所として多量の可燃性物質を

取り扱う火災区域又は火災区画(危険

物の規制に関する政令に規定される

著しく消火困難な製造所等に該当す

る場所)，可燃性物質を取扱い構造上

消火活動が困難となる火災区域又は

火災区画(中央監視室等の床下)及び

電気品室等の火災区域又は火災区画

については，自動又は現場での手動

操作による固定式のガス消火装置を

設置することにより，消火活動を可

能とする設計とする。 

＜中略＞ 

 

(1) 消火設備の消火剤の容量 

ト.(イ)(1)②a.(b)-1 消火設備の消

火剤は，想定される火災の性質に応

じた十分な容量として，消防法施行

規則に基づき算出した消火剤容量を

配備する設計とする。 

ト.(イ)(1)②a.(b)-1 ただし，グロ

ーブボックス内の消火を行う不活性

ガス消火装置(グローブボックス消火

装置)については，グローブボックス

排風機の運転を継続しながら消火を

行うという特徴を踏まえ，火災発生

時のグローブボックスに対する排気

風量と同じ又は排気風量より少ない

流量の消火ガスを放出するととも

に，火災を感知してから延焼防止ダ

ンパを閉止するまでの時間で消火ガ

ス放出を完了できる設計とする。 

ト.(イ)(1)②a.(b)-1 また，複数連

結したグローブボックスについて

は，消火ガスの放出単位を設定し，

火災発生時のグローブボックスに対

する排気風量と同じ又は排気風量よ

り少ない流量の消火ガスを放出する

とともに，火災を感知してから延焼

防止ダンパを閉止するまでの時間で

消火ガス放出を完了できる設計と

し，消火剤容量は最も大きな放出単

位を消火できる量以上を配備する設

計とする。 

＜中略＞ 

今回の申請の対象範囲外 

＜中略＞ 

 

設工認のト.(イ)(1)②

a.(b)-1は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(イ)(1)②a.(b)-1

を詳細に記載しており

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

・ピストンダンパ   １式 

消火ガスを放出するためのより良い条件を形

成する。 

消火ガス放出後のグローブボックス内の雰囲

気維持を行う。 

・避圧エリア形成用自動閉止ダンパ(ダンパ作

動回路を含む)         １式 

窒素消火装置の消火ガス放出時に安全上重要

な機器等のグローブボックスが破損しないよ

う圧力上昇緩和に必要な区域を形成する。 

 

・連結散水装置     １式 

注５：火災区域の消火活動に対処できるよう，消防法施

行令第十一条(屋内消火栓設備に関する基準)に準

拠し配置する。 

ｂ．重大事故等対処施設に対する火災防護設備 

(ａ) 火災感知設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 消火設備の配置上の考慮 

a. 火災による二次的影響の考慮 

ト.(イ)(1)②a.(b)-1 屋内消火

栓，窒素消火装置，グローブボッ

クス消火装置等を適切に配置する

ことにより，火災防護上重要な機

器等及び重大事故等対処施設に火

災の二次的影響が及ばない設計と

する。 

＜中略＞ 

 

今回の申請の対象範囲外 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

（注１）非アナログ式の熱感知器は，作動温度を周囲温

度より高い温度に設定する設計とすることによ

り，誤作動を防止する設計とする。 

（注２）非アナログ式の煙感知器は，蒸気等が充満する

場所に設置しない設計とすることにより，誤作

動を防止する設計とする。 

（注３）潤滑油を内包する機器近傍に設置する場合は，

当該機器のプロセス温度監視及び異常時の工程

停止の措置を講ずることで，機器発熱による誤

作動（非火災報）を防止する。 

 

ト.(イ)(1)②b.(b)-1(ｂ) 消火設備 

 
注１：火災区域又は火災区画に設置する窒素消火装置及

び二酸化炭素消火装置（注２を除く）は，消防法

施行規則第十九条に基づき，単位体積あたりに必

要な量の消火剤を配備する。 

注２：油火災（油内包設備や燃料タンクからの火災）が

想定される非常用発電機室は，消防法施行規則第

十九条に基づき算出される必要量の消火剤を配備

する。 

注３：グローブボックス消火装置は，グローブボックス

の給気量に対して95%の消火ガスを放出する。 

また，複数連結したグローブボックスについて

は，消火ガスの放出単位を設定し，その放出単位

の給気量の合計値に対して95%の消火ガスを放出

する設計とし，消火剤容量は最も大きな放出単位

を消火できる量以上を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，ト.(イ)(1)②b.(b)-1 火災

の影響を受けるおそれのある火災防

護上重要な機器等及び重大事故等対

処施設を設置する火災区域又は火災

区画のうち，火災発生時の煙又は放

射線の影響により消火活動が困難と

なる箇所として多量の可燃性物質を

取り扱う火災区域又は火災区画(危険

物の規制に関する政令に規定される

著しく消火困難な製造所等に該当す

る場所)，可燃性物質を取扱い構造上

消火活動が困難となる火災区域又は

火災区画(中央監視室等の床下)及び

電気品室等の火災区域又は火災区画

については，自動又は現場での手動

操作による固定式のガス消火装置を

設置することにより，消火活動を可

能とする設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

(1) 消火設備の消火剤の容量 

ト.(イ)(1)②b.(b)-1 消火設備の消

火剤は，想定される火災の性質に応

じた十分な容量として，消防法施行

規則に基づき算出した消火剤容量を

配備する設計とする。 

ト.(イ)(1)②b.(b)-1 ただし，グロ

ーブボックス内の消火を行う不活性

ガス消火装置(グローブボックス消火

装置)については，グローブボックス

排風機の運転を継続しながら消火を

行うという特徴を踏まえ，火災発生

時のグローブボックスに対する排気

風量と同じ又は排気風量より少ない

流量の消火ガスを放出するととも

に，火災を感知してから延焼防止ダ

ンパを閉止するまでの時間で消火ガ

ス放出を完了できる設計とする。 

ト.(イ)(1)②b.(b)-1 また，複数連

結したグローブボックスについて

は，消火ガスの放出単位を設定し，

火災発生時のグローブボックスに対

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(イ)(1)②

b.(b)-1は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(イ)(1)②b.(b)-1

を具体的に記載してお

り整合している。 
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注４：火災区域又は火災区画に設置する消火器について

は，消防法施行規則第六条から第八条に基づき延

床面積又は床面積から算出した必要量の消火剤を

配備する。 

・防火水槽      １式 

・ピストンダンパ   １式 

消火ガスを放出するためのより良い条件を形 

成する。 

消火ガス放出後のグローブボックス内の雰囲

気維持を行う。 

・避圧エリア形成用自動閉止ダンパ(ダンパ作

動回路を含む)         １式 

窒素消火装置の消火ガス放出時に安全上重要

な機器等のグローブボックスが破損しないよ

う圧力上昇緩和に必要な区域を形成する。 

・連結散水装置    １式 

注５：火災区域の消火活動に対処できるよう，消防法施

行令第十一条(屋内消火栓設備に関する基準)に準

拠し配置する。 

 

ｃ．重大事故等対処設備 

(ａ) 代替火災感知設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

火災状況確認用温度計 

９系列 

計測範囲  -196～450℃ 

計測方式  測温抵抗体 

火災状況確認用温度表示装置 

１台 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型グローブボックス温度表示端末 

２台（予備とし

て故障時の

バックアッ

プを１台） 

(ｂ) 代替消火設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

遠隔消火装置     ９系列 

消火剤   ハロゲン化物消火

剤 

消火方式  局所放出方式 

又は全域放出方式 
(注１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する排気風量と同じ又は排気風量よ

り少ない流量の消火ガスを放出する

とともに，火災を感知してから延焼

防止ダンパを閉止するまでの時間で

消火ガス放出を完了できる設計と

し，消火剤容量は最も大きな放出単

位を消火できる量以上を配備する設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

＜中略＞ 

 

 

 

(4) 消火設備の配置上の考慮 

a. 火災による二次的影響の考慮 

ト.(イ)(1)②b.(b)-1 屋内消火

栓，窒素消火装置，グローブボッ

クス消火装置等を適切に配置する

ことにより，火災防護上重要な機

器等及び重大事故等対処施設に火

災の二次的影響が及ばない設計と

する。 

＜中略＞ 

 

今回の申請の対象範囲外 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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消火剤量  検証試験結果を基

に算出する量以上 

ただし，全域放

出方式の場合

は，消防法施行

規則第20条に基

づき算出する量

以上 

設置場所  重大事故の発生を

仮定するグローブ

ボックス内の火災

源 

注１ 火災源及びオイルパンが機器の筐

体で覆われている箇所等は，全域

放出方式を採用する。 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類 

(１) 核燃料物質の検査設備 

① 主要な設備の種類 

 

 

 

 

 

 

 

検査設備は，各工程で取り扱う核燃料物質を

検査する分析設備で構成する。また，グローブ

ボックス及びオープンポートボックスを設置す

る。 

 

 

 

 

 

検査設備は，燃料加工建屋に収納する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料加工建屋の主要構造は「ハ.(ハ)成型施

設(１)施設の種類」に示す。 

 

 

 

 

ト.(ロ)(1)①-2-1また，分析装置グローブボ

ックスは，標準試料（核分裂性Ｐｕ割合が83％

を超えるプルトニウム，ウラン中のウラン－235

含有率が1.6％を超えるウラン，ウラン－233を

含むウランなど）として，少量の金属プルトニ

ウム，金属ウラン等を保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備 

(１) 核燃料物質の検査設備 

① 概要 

 

 

 

 

 

 

 

検査設備は，各工程で取り扱う核燃料物質

を検査する分析設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 系統構成及び主要設備 

ｆ．分析装置グローブボックス 

分析装置グローブボックスは，その内

部に分析装置を設置する設計とする。 

また，分析装置グローブボックスは，

標準試料（核分裂性Ｐｕ割合が 83％を超

えるプルトニウム，ウラン中のウラン－

235含有率が 1.6％を超えるウラン，ウラ

ン－233を含むウランを含む）として，少

量の金属プルトニウム，金属ウラン等を

保管する設計とする。工程室とグローブ

ボックス内の差圧異常の検知及びグロー

ブボックス内の火災を感知するグローブ

ボックス負圧・温度監視設備を設ける。 

 

(基本設計方針) 

第 2章 個別項目 

7.2 核燃料物質の検査設備及び計量設備 

7.2.1 核燃料物質の検査設備 

検査設備の設計に係る共通的な設計方針については，第

1 章 共通項目の「1.核燃料物質の臨界防止」，「3.自然

現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷

の防止」，「6.加工施設内における溢水による損傷の防

止」，「7.遮蔽」及び「8.設備に対する要求」に基づくも

のとする。 

検査設備は，各工程で取り扱う核燃料物質を検査する分

析設備で構成する。また，グローブボックス及びオープン

ポートボックスを設置する設計とする。 

＜中略＞ 

 

7. その他の加工施設 

その他の加工施設の非常用設備のうち，火災防護設備の一

部，照明設備，所内電源設備の一部及び通信連絡設備の一部

並びに核燃料物質の検査設備及び計量設備並びに主要な実験

設備並びにその他の主要な事項のうち，溢水防護設備，警報

関連設備，冷却水設備の一部，給排水衛生設備の一部，空調

用設備の一部，窒素循環関係設備の一部，水素・アルゴンガ

ス用設備の一部，その他ガス設備の一部，選別・保管設備及

び荷役設備は，燃料加工建屋に収納する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 核燃料物質の検査設備 

ト.(ロ)(1)①-2-1 分析装置グローブボックスは，標準試

料（核分裂性Ｐｕ割合が 83％を超えるプルトニウム，ウラ

ン中のウラン－235 含有率が 1.6％を超えるウラン，ウラン

－233 を含むウランなど）として，少量の金属プルトニウ

ム，金属ウラン等を保管することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)の「ハ.(ハ)成

形施設(１)施設の種

類」に示す。 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

①-2-1 は，事業変更

許可申請書（本文）

のト.(ロ)(1)①-2-1

と同義であり整合し

ている。 
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核燃料物質の検査設備は，制御第２室にて施

設の状態監視，運転操作及び工程停止操作を行

える設計とする。 

 

 

② 主要な設備及び機器の種類及び個数 

ａ．分析設備 

(ａ) 気送装置 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．設置場所 

ト.(ロ)(1)②a.(a)ⅰ.-2-1 燃料加工建屋

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．個数 

ト.(ロ)(1)②a.(a)ⅱ.-2-1１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 分析設備の主要設備の仕様 

ａ．分析設備 

(ａ) 気送装置 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.1  核燃料物質の検査設備の構成 

分析設備は，ＭＯＸ燃料加工施設内の各工程から少

量の核燃料物質である分析試料の移送及び分析する設

計とする。 

 

 

核燃料物質の検査設備は，制御第 2 室にて施設の状

態監視，運転操作及び工程停止操作を行うことができ

る設計とする。 

 

 

 

7.2.1.2  主要設備の系統構成 

＜中略＞ 

(1)  気送装置 

気送装置は，分析設備と成形施設のペレット加工工程の

ペレット検査設備等との間で，核燃料物質を搬送する設計

とする。 

＜中略＞ 

 

7. その他の加工施設 

その他の加工施設の非常用設備のうち，火災防護設備の一

部，照明設備，所内電源設備の一部及び通信連絡設備の一部

並びに核燃料物質のト.(ロ)(1)②a.(a)ⅰ.-2-1検査設備及び

計量設備並びに主要な実験設備並びにその他の主要な事項の

うち，溢水防護設備，警報関連設備，冷却水設備の一部，給

排水衛生設備の一部，空調用設備の一部，窒素循環関係設備

の一部，水素・アルゴンガス用設備の一部，その他ガス設備

の一部，選別・保管設備及び荷役設備は，燃料加工建屋に収

納する設計とする。 

＜中略＞ 

 

7.2.1.2  主要設備の系統構成 

分析設備は，ト.(ロ)(1)②a.(a)ⅱ.-2-1 気送装置，受払装

置グローブボックス，受払装置，分析装置オープンポートボッ

クス，分析装置フード，分析装置グローブボックス，分析装

置，分析済液処理装置グローブボックス，分析済液処理装置及

び運搬台車で構成する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(a)ⅰ-2-1 は，

事業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(a)ⅰ-2-1 と

同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(a)ⅱ.-2-1 は，

事業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(a)ⅱ.-2-1

と同義であり整合し

ている。 
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(ｂ) 受払装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 受払装置 

ⅰ．設置場所 

ト.(ロ)(1)②a.(c)-2-1 分析第２室 

ⅱ．個数 

１台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 受払装置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 受払装置 

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１台 

 

 

 

 

 

 

(2)  受払装置グローブボックス 

受払装置グローブボックスは，その内部に受払装置を設

置する設計とする。 

 

【その他の加工施設】(仕様表) 

 

 

 
 

(3)  受払装置 

受払装置は，本装置と分析装置との間で核燃料物質の搬

送を行う設計とし，1台ト.(ロ)(1)②a.(c)-2-1 設置する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(c)-2-1 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(c)-2-1 と同

義であり整合してい

る。 
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(ｄ) ト.(ロ)(1)②a.(d)-2-1 分析装置オープ

ンポートボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

ト.(ロ)(1)②a.(d)-2-2１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 分析装置オープンポートボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．設置場所 

分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  分析装置オープンポートボックス 

分析装置オープンポートボックスは，室内の空気を開口

部から吸引し，排気ダクトを介してグローブボックス排風

機の連続運転によって排気することで，開口部の空気流入

風速を設定値以上に維持できる設計とし，汚染のおそれの

ある物品の汚染検査を行う際に，オープンポートボックス

外への汚染の拡大を防ぐ設計とする。 

 

【その他の加工施設】(仕様表) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(d)-2-1 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(d)-2-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(d)-2-2 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(d)-2-2 を具

体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(ロ)(1)②a.(d)-2-1 

ト.(ロ)(1)②a.(d)-2-2 
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(ｅ) ト.(ロ)(1)②a.(e)-2-1 分析装置フード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

ト.(ロ)(1)②a.(e)-2-2１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｅ) 分析装置フード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  分析装置フード 

分析装置フードは，室内の空気を開口部から吸引し，排

気ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転によ

って排気することで，開口部の空気流入風速を設定値以上

に維持する設計とし，汚染のおそれのある物品の汚染検査

を行う際に，フード外への汚染の拡大を防ぐ設計とする。 

 

【その他の加工施設】(仕様表) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(e)-2-1 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(e)-2-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(e)-2-2 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(e)-2-2 を詳

細に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(ロ)(1)②a.(e)-2-1 

ト.(ロ)(1)②a.(e)-2-2 
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(ｆ) ト.(ロ)(1)②a.(f)-2-1 分析装置グロー

ブボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

ト.(ロ)(1)②a.(f)-2-2１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｆ) 分析装置グローブボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 
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(6)  分析装置グローブボックス 

分析装置グローブボックスは，その内部に分析装置を設

置する設計とする。 

また，分析装置グローブボックスは，標準試料として，

少量の金属プルトニウム，金属ウラン等を保管する設計と

する。 

 

【その他の加工施設】(仕様表) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(f)-2-1 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(f)-2-1 を詳

細に記載しており整

合している。 
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②a.(f)-2-2 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(f)-2-2 を詳

細に記載しており整

合している。 
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(ｇ) 分析装置 

ⅰ．設置場所 

ト.(ロ)(1)②a.(g)ⅰ-2-1 分析第１室及

び分析第２室 

 

ⅱ．個数 

ト.(ロ)(1)②a.(g)ⅱ-2-1１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) 分析装置 

ⅰ．設置場所 

分析第１室及び分析第２室 

ⅱ．個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  分析装置 

分析装置は，プルトニウム・ウラン分析，不純物分析及

び物性測定を行う設計とする。また，保障措置検査用の核

燃料物質の処理を行う設計とする。 

分析装置は，標準試料として，少量の金属プルトニウ

ム，金属ウラン等を使用又は保管する設計とする。また，

スクラップの容器待機を実施する設計とする。 

分析装置は，分析装置間で核燃料物質の搬送を行う設計

とする。 

＜中略＞ 

7. その他の加工施設 

その他の加工施設の非常用設備のうち，火災防護設備の一

部，照明設備，所内電源設備の一部及び通信連絡設備の一部

並びに核燃料物質のト.(ロ)(1)②a.(g)ⅰ-2-1検査設備及び

計量設備並びに主要な実験設備並びにその他の主要な事項の

うち，溢水防護設備，警報関連設備，冷却水設備の一部，給

排水衛生設備の一部，空調用設備の一部，窒素循環関係設備

の一部，水素・アルゴンガス用設備の一部，その他ガス設備

の一部，選別・保管設備及び荷役設備は，燃料加工建屋に収

納する設計とする。 

＜中略＞ 

 

7.2.1.2  主要設備の系統構成 

分析設備は，気送装置，受払装置グローブボック

ス，受払装置，分析装置オープンポートボックス，分

析装置フード，分析装置グローブボックス，

ト.(ロ)(1)②a.(g)ⅱ-2-1 分析装置，分析済液処理装

置グローブボックス，分析済液処理装置及び運搬台車

で構成する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(g)ⅰ-2-1 は，

事業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(g)ⅰ-2-1 と

同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(g)ⅱ-2-1 は，

事業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(g)ⅱ-2-1 と

同義であり整合して

いる。 
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(ｈ) ト.(ロ)(1)②a.(h)-2-1 分析済液処理装 

置グローブボックス 

ⅰ．設置場所 

分析第２室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

ト.(ロ)(1)②a.(h)-2-2１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｈ) 分析済液処理装置グローブボックス 

 

ⅰ．設置場所 

分析第２室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)  分析済液処理装置グローブボックス 

分析済液処理装置グローブボックスは，その内部に分析済液

処理装置を設置する設計とする。 

【その他の加工施設】(仕様表) 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(h)-2-1 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(h)-2-1 を詳

細に記載しており整

合している。 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(h)-2-2 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(h)-2-2 を詳

細に記載しており整

合している。 
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(ｉ) ト.(ロ)(1)②a.(i)-2-1 分析済液処理装

置 

ⅰ．設置場所 

分析第２室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

ト.(ロ)(1)②a.(i)-2-2１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) 分析済液処理装置 

 

ⅰ．設置場所 

分析第２室及び分析第３室 

ⅱ．個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)  分析済液処理装置 

分析済液処理装置は，分析済液からウラン及びプルトニ

ウムをＲＳ粉末として回収し，成形施設の粉末調整工程の

スクラップ処理設備の再生スクラップ受払装置又は低レベ

ル廃液処理設備へ払い出す設計とする。また，スクラップ

の容器の払い出しまでの一時的な保管を行う設計とする。 

分析済液を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又

は継手で接続する構造とし，放射性物質が漏えいしにくい

設計とする。 

 

【その他の加工施設】(仕様表) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(i)-2-1 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(i)-2-1 を詳

細に記載しており整

合している。 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(i)-2-2 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(i)-2-2 を詳

細に記載しており整

合している。 
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(ｊ) 運搬台車 

ⅰ．個数 

ト.(ロ)(1)②a.(j)-2-1１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．グローブボックス負圧・温度監視設備 

(ａ) 個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(j) 運搬台車 

ⅰ．個数 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(10)  運搬台車 

運搬台車は，分析設備と実験設備の小規模試験設備等と

の間で，バッグアウトしたＭＯＸを搬送する設計とする。 

また，分析装置と分析済液処理装置との間で，バッグア

ウトした分析済液を搬送する設計とする。 

＜中略＞ 

 

7.2.1.2  主要設備の系統構成 

分析設備は，気送装置，受払装置グローブボック

ス，受払装置，分析装置オープンポートボックス，分

析装置フード，分析装置グローブボックス，分析装

置，分析済液処理装置グローブボックス，分析済液処

理装置及びト.(ロ)(1)②a.(j)-2-1 運搬台車で構成す

る。 

＜中略＞ 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ロ)(1)

②a.(j)-2-1 は，事

業変更許可申請書

（本文）のト.(ロ)

(1)②a.(j)-2-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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ト.(ロ)(1)②-2-1 核燃料物質の検査設備の主

要な設備・機器の配置図を第５図に示す。 

 

 

③ 主要な核的制限値 

ａ．単一ユニット 

検査設備の臨界管理のために，核燃料物

質取扱い上の一つの単位となる単一ユニッ

トを設定する。単一ユニットの核的制限値

は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕

度ある条件を設定し，十分信頼性のある計

算コードを使用して，中性子実効増倍率が

0.95以下となるように質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量

は下表の核的制限値以下となるようにす

る。 

 
注１ 二重装荷を考慮する場合は２分の１

とする。 

注２ 最適減速条件 

 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の

形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分

信頼性のある計算コードで中性子実効増倍

率が0.95以下となるように単一ユニットの

配置等を設定する。 

 

 

 

(２) 核燃料物質の計量設備 

計量設備は，核燃料物質を計量するため，加

工施設内の各施設において核燃料物質の秤量等

を行う計量設備で構成し，燃料加工建屋に収納

する。 

燃料加工建屋の主要構造は「ハ.(ハ)成型施

設(１)施設の種類」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.1.6 その他の加工施設の臨界防止 

1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計  

検査設備の臨界管理のために，核燃料物質取

扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設定

する。単一ユニットの核的制限値は，取り扱う

核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を設定

し，十分信頼性のある計算コードを使用して，

中性子実効増倍率が 0.95以下となるように質量

を設定する。 

 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下

表の核的制限値以下となるようにする。 

 

 
 

注記 ＊1：二重装荷を考慮する場合は 2 分の 1 とする。 

 

＊2：最適減速条件 

＜中略＞ 

 

1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計 
複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態

に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性の

ある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95 以下

となるように単一ユニットの配置等を設定す

る。 

＜中略＞ 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

事業変更許可申請書

(本文)のト.(ロ)(1)②

-2-1 は設工認の「V-

2-4 配置図」に示し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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(ハ) 主要な実験設備の種類 

(１) 設備の種類 

実験設備は，粉末混合条件等の調査・評価等

を行う小規模試験設備で構成する。小規模試験

設備には，小規模焼結処理装置，小規模焼結炉

排ガス処理装置等を設ける。 

小規模試験設備は，制御第１室及び制御第４

室にて施設の状態監視，運転操作及び工程停止

操作を行える設計とする。 

(２) 主要な設備及び機器の種類及び個数 

① 小規模試験設備 

ａ．小規模粉末混合装置グローブボックス 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ｂ．小規模粉末混合装置 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 

ｃ．小規模プレス装置グローブボックス 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ｄ．小規模プレス装置 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 

ｅ．小規模焼結処理装置グローブボックス 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

  

今回の申請の対象範囲外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ｆ．小規模焼結処理装置 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 

ｇ．小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボッ

クス 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気 

ｈ．小規模焼結炉排ガス処理装置 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 

ｉ．小規模研削検査装置グローブボックス 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ｊ．小規模研削検査装置 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 

ｋ．資材保管装置グローブボックス 

 

今回の申請の対象範囲外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１基 

(ｃ) 主要な構成材 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気 

ｌ．資材保管装置 

(ａ) 設置場所 

分析第３室 

(ｂ) 個数 

１台 

(ｃ) 主要な構成材 

ステンレス鋼 

ｍ．容器（原料ＭＯＸポット，ウランポット，

先行試験ポット，先行試験焼結ボート，試験

ペレット焼結トレイ及び試験用波板トレイ） 

(ａ) 個数 

１式 

② グローブボックス負圧・温度監視設備 

ａ．個数 

１式 

小規模試験設備の主要な設備・機器の配置図

を第５図に示す。 

 

 

 

 

 

(３) 試験する核燃料物質の種類 

① ト.(ハ)(3)①a.ＭＯＸ 

 

プルトニウム富化度  60％以下 

 

プルトニウム中のプルトニウム－240含有率  

17％以上 

 

ウラン中のウラン－235含有率  1.6％以下 

 

 

② ウラン酸化物 

  ト.(ハ)(3)②b. 

ウラン中のウラン－235含有率  天然ウラ 

ン中の含有 

率以下 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

第 1章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止 

1.1 安全機能を有する施設の臨界防止 

1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

＜中略＞ 

(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質 

MOX燃料加工施設で取り扱う核燃料物質

は，プルトニウム富化度 60％以下， 

 

プルトニウム中のプルトニウム－240含有率

17％以上及び 

 

ウラン中のウラン－235含有率 1.6％以下の

ト.(ハ)(3)①a.ウラン・プルトニウム混合酸

化物， 

 

ト.(ハ)(3)②b.ウラン中のウラン－235含有

率 5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣化

ウラン並びに標準試料及び分析試料であり，

このうちウラン・プルトニウム混合酸化物，

濃縮ウラン，標準試料及び分析試料を取り扱

う設備・機器に対して単一ユニット，複数ユ

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ハ)(3)①

a.は，事業変更許可申

請書(本文)の

ト.(ハ)(3)①a.と同義

であり整合している。 

設工認のト.(ハ)(3)②

b.は，事業変更許可申

請書(本文)の

ト.(ハ)(3)②b.と同義

であり整合している。 
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(４) 主要な核的及び熱的制限値 

① 核的制限値 

ａ．単一ユニット 

実験設備の臨界管理のために，核燃料物質

取扱い上の一つの単位となる単一ユニットを

設定する。単一ユニットの核的制限値は，取

り扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条

件を設定し，十分信頼性のある計算コードを

使用して，中性子実効増倍率が0.95以下とな

るように質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は

下表の核的制限値以下となるようにする。 

 

 
 

 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形

態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼

性のある計算コードで中性子実効増倍率が

0.95以下となるように単一ユニットの配置等

を設定する。 

 

② 熱的制限値 

核燃料物質を加熱する設備の熱的制限値を以

下のとおり設定する。 

 

ニットを設定し，臨界管理を行う設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

1.1.6 その他の加工施設の臨界防止 

1.1.6.1 単一ユニットの臨界安全設計  

＜中略＞ 
 

実験設備の小規模試験設備の臨界管理

のために，核燃料物質取扱い上の一つの

単位となる単一ユニットを設定する。単

一ユニットの核的制限値は，取り扱う核

燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件を

設定し，十分信頼性のある計算コードを

使用して，中性子実効増倍率が 0.95以

下となるように質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱

量は下表の核的制限値以下となるように

することにより臨界を防止する設計とす

る。 

 
 

1.1.6.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質

の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，

十分信頼性のある計算コードで中性子実

効増倍率が 0.95 以下となるように単一

ユニットの配置等を設定することによ

り，臨界を防止する設計とする。 

 

 

今回の申請の対象範囲外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

5
0
9

966



事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

(ニ) その他の主要な事項 

 

ト.(ニ)前記「ハ．加工設備本体の構造及び設

備」から「ト．その他加工設備の附属施設の構造及

び設備」に掲げる施設に係る溢水防護設備， 

 

冷却水設備， 

 

給排水衛生設備， 

 

 

 

空調用冷水設備， 

 

空調用蒸気設備， 

 

 

燃料油供給設備， 

 

 

 

ト.(ニ)-2-①窒素循環用冷却水設備， 

 

 

 

 

 

ト.(ニ)-2-②窒素ガス設備， 

 

 

 

 

 

水素・アルゴン混合ガス設備，アルゴンガス設備，

水素ガス設備， 

 

非管理区域換気空調設備， 

 

 

荷役設備及び選別・保管設備の構造を以下に示す。 

 

 

 

ト.(ニ)-2-③なお，ＭＯＸ燃料加工施設の主要な

設備のほか，ＭＯＸ燃料加工施設を操業するために

必要な設備・機器として，ヘリウムガス設備，酸素

ガス設備，圧縮空気供給設備等を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

第 2章 個別項目 

7. その他の加工施設 

 7.4 その他の主要な事項 

7.4.1 ト.(ニ)溢水防護設備 

 

 

 

7.4.3 冷却水設備 

＜中略＞ 

7.4.4 給排水衛生設備 

＜中略＞ 

7.4.5 空調用設備 

＜中略＞ 

(1) 空調用冷水設備 

＜中略＞ 

(2) 空調用蒸気設備 

＜中略＞ 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

7.4.6 窒素循環関係設備 

＜中略＞ 

(1) ト.(ニ)-2-①窒素循環冷却機用冷却水設備 

＜中略＞ 

 

 

 

 

(2) ト.(ニ)-2-②窒素ガス供給設備 

＜中略＞ 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

(4) 非管理区域換気空調設備 

＜中略＞ 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

7.4.8 その他ガス設備 

＜中略＞ 

ト.(ニ)-2-③MOX燃料加工施設の主要な設備

のほか，MOX 燃料加工施設を操業するために必

要な設備・機器として，ヘリウムガス設備，酸

素ガス設備及び圧縮空気供給設備を設置する設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 
 

 

 

設工認のト.(ニ)は，事

業変更許可申請書(本

文)のト.(ニ)と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

設工認のト.(ニ)-2-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のト.(ニ)-2-

①と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のト.(ニ)-2-②

は，事業変更許可申請

書(本文)のト.(ニ)-2-

②と同義であり整合し

ている。 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

設工認のト.(ニ)-2-③

は，事業変更許可申請

書(本文)のト.(ニ)-2-

③を具体的に記載して

おり整合している。 
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(１) 溢水防護設備 

ト.(ニ)(1)-2-①安全機能を有する施設は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設内における溢水が発生した場合

においても，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

ト.(ニ)(1)-2-①そのために，ＭＯＸ燃料加工

施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起

因を含む。）による溢水，ＭＯＸ燃料加工施設内

でト.(ニ)(1)-①生ずる異常状態（火災を含

む。）の拡大防止のために設置される系統からの

放水による溢水が発生した場合においても，

ト.(ニ)(1)-②ＭＯＸ燃料加工施設内における防

水扉及び水密扉，堰，遮断弁等により溢水防護対

象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) その他の主要な事項 

(１) 溢水防護設備 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施設

内における溢水が発生した場合においても，安全

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 
そのために，ＭＯＸ燃料加工施設内に設置され

た機器及び配管の破損（地震起因を含む。）によ

る溢水，ＭＯＸ燃料加工施設内で生ずる異常状態

（火災を含む。）の拡大防止のために設置される

系統からの放水による溢水が発生した場合におい

ても，ＭＯＸ燃料加工施設内における防水扉及び

水密扉，堰，遮断弁等により溢水防護対象設備が

安全機能を損なわない設計とする。 

 

7.4.1 溢水防護設備 

 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針

については，第 1章 共通項目の「2．地盤」,

「3．自然現象等」，「5．火災等による損傷の

防止」，「6．加工施設内における溢水による

損傷の防止」及び「8．設備に対する要求」に

基づくものとする。 

安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設

内における溢水が発生した場合においても，安

全機能を損なわない設計とする。 

 

 
 

 

そのために，MOX燃料加工施設内に設置され

た機器及び配管の破損(地震起因を含む。)によ

る溢水，MOX 燃料加工施設内でト.(ニ)(1)-①

生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のた

めに設置される系統からの放水による溢水が発

生した場合においても，ト.(ニ)(1)-②溢水防

護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を

損なわない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

第 1章 共通項目 

8. 設備に対する要求 

8.3 材料及び構造 

8.3.1 材料及び構造 

ト.(ニ)(1)-2-①安全機能を有する施設及び

重大事故等対処設備における材料及び構造にあ

っては，安全機能を有する施設又は重大事故等

対処設備に属するもののうち以下のいずれかに

該当するものを MOX燃料加工施設の安全性を確

保する上で重要なもの(以下，安全機能を有す

る施設にあっては「安全機能を有する施設の容

器等」，重大事故等対処設備にあっては「重大

事故等対処設備の容器等」という。)として材

料及び構造の対象とする。 

＜中略＞ 

c. ト.(ニ)(1)-2-①上記 a 又は bに接続する

ポンプ及び弁(安全上重要な施設又は重大事

故等対処設備を防護するために必要な緊急遮

断弁を含む。) 

 

ト.(ニ)(1)-2-①安全機能を有する施設の容

器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及

び構造(主要な溶接部を含む。)は，施設時にお

いて，以下の通りとし、その際，日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」等

に準拠し設計する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(ニ)(1)-①

事業変更許可申請書(本

文)のト.(ニ)(1)-①と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(ニ)(1)-②

事業変更許可申請書(本

文)のト.(ニ)(1)-②と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

設工認のト.(ニ)(1)-2

-①は，事業変更許可

申請書（本文）のト.

(ニ)(1)-2-①を詳細に

記載しており整合して

いる。 
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第 2章 個別項目 

7. その他の加工施設 

 7.4 その他の主要な事項 

7.4.1 溢水防護設備 

＜中略＞ 

溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含

む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，

溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，タ

ーミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震

計，緊急遮断弁，漏えい検知器及び液位計で構

成し，以下の設計とすることにより，溢水防護

対象設備が溢水により安全機能を損なわない設

計とする。 

(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処

置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン

逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を

踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水

防護区画外の溢水に対して，流入を防止する設

計とする。 

 

また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰

は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置す

る設計とする。 

 

流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処

置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン

逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置する

堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して

流入防止機能が維持できる設計とするととも

に，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要

因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して

必要な当該機能が損なわれない設計とする。 
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(２) 冷却水設備 

 

 

 

 

 

 

冷却水設備は，成形施設のペレット加工工程

の焼結設備の焼結炉及び排ガス処理装置並びに

実験設備の小規模試験設備の小規模焼結処理装

置及び小規模焼結炉排ガス処理装置の冷却を行

う設計とする。 

 

 

(３) 給排水衛生設備 

 

 

 

 

 

 

給排水衛生設備は，ＭＯＸ燃料加工施設の運

転に必要な工業用水及び飲料水を確保及び供給

するト.(イ)(3)-1 設備である。 

給排水衛生設備ト.(イ)(3)-2 の一部は，再処

理施設及び廃棄物管理施設と共用する。 

 

 

 

 

 

① 工業用水設備 

工業用水設備は，成形施設のペレット加工工

程の焼結設備の焼結炉等の湿分添加水，核燃料

物質の検査設備の分析設備の分析済液処理装置

及び低レベル廃液処理設備の機器洗浄用水，廃

液希釈用水等として工業用水を供給する設計と

する。 

 

② 飲料水設備 

飲料水設備は，管理区域外の便所，手洗い，

管理区域内の機器洗浄等の用水を供給する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

(２) 冷却水設備 

 

 

 

 

 

① 概要 

冷却水設備は，成形施設のペレット加工工程

の焼結設備の焼結炉及び排ガス処理装置並びに

実験設備の小規模試験設備の小規模焼結処理装

置及び小規模焼結炉排ガス処理装置の冷却を行

う設計とする。 

＜中略＞ 

 

(３) 給排水衛生設備 

 

 

 

 

 

① 概要 

給排水衛生設備は，ＭＯＸ燃料加工施設の運

転に必要な工業用水及び飲料水を確保及び供給

する設備である。 

給排水衛生設備の一部は，再処理施設及び廃

棄物管理施設と共用する。 

＜中略＞ 

 

 

 

④ 主要設備 

ａ．工業用水設備 

工業用水設備は，成形施設のペレット加工

工程の焼結設備の焼結炉等の湿分添加水，核

燃料物質の検査設備の分析設備の分析済液処

理装置及び低レベル廃液処理設備の機器洗浄

用水，廃液希釈用水等として工業用水を供給

する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

7.4.3 冷却水設備 

冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針について

は，第 1 章 共通項目の「2.地盤」，「3.自然現象

等」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工施設

内における溢水による損傷の防止」及び「8.設備に対

する要求」に基づくものとする。 
 

冷却水設備は，成形施設のペレット加工工程の焼結

設備の焼結炉及び排ガス処理装置並びに実験設備の小

規模試験設備の小規模焼結処理装置及び小規模焼結炉

排ガス処理装置の冷却を行う設計とする。 

 

 

 

7.4.4 給排水衛生設備 

給排水衛生設備の設計に係る共通的な設計方針につ

いては，第 1章 共通項目の「2.地盤」，「3.自然現

象等」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工施

設内における溢水による損傷の防止」及び「8.設備に

対する要求」に基づくものとする。 
 

給排水衛生設備は，工業用水設備，飲料水設備及び

ト.(イ)(3)-2 再処理施設の給水処理設備(再処理施設

及び廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))で構成し，

MOX燃料加工施設の運転に必要な工業用水及び飲料水

を確保及び供給するト.(イ)(3)-1 設計とする。 

 

 

 

 

 

(1)  工業用水設備 

工業用水設備は，成形施設のペレット加工工程の焼

結設備の焼結炉等の湿分添加水，核燃料物質の検査設

備の分析設備の分析済液処理装置及び低レベル廃液処

理設備の機器洗浄用水，廃液希釈用水等として工業用

水を供給する設計とする。 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のハ.(ニ)(3)-1

は，事業変更許可申請

書(本文)のハ.(ニ)(3)-

1 と同義であり整合し

ている。 

 

設工認のハ.(ニ)(3)-2

は，事業変更許可申請

書(本文)のハ.(ニ)(3)-

2 と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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③ 給水処理設備（再処理施設及び廃棄物管理施

設と共用） 

再処理施設の給水処理設備は，飲料水設備に

飲料水及び工業用水設備に工業用水を供給でき

る設計とし， 

 

飲料水設備に飲料水及び工業用水設備に工業用

水を供給する系統を再処理施設及び廃棄物管理

施設と共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 空調用冷水設備 

 

空調用冷水設備は，気体廃棄物の廃棄設備の

給気設備によって燃料加工建屋内に取り込んだ

外気を給気系の冷却コイルで冷却する設計とす

る。また，空調用冷水は，空調用冷凍機と給気

系の冷却コイルとの間で循環及び冷却する設計

とする。 

 

 

(５) 空調用蒸気設備 

 

空調用蒸気設備は，気体廃棄物の廃棄設備の

給気設備によって燃料加工建屋内に取り込んだ

外気を給気系の加熱コイルで加熱する設計とす

る。 

 

(６) 燃料油供給設備（蒸気供給設備） 

燃料油供給設備は，空調用蒸気設備で用いる

燃料油を貯蔵するために地下ピット内にボイラ

用燃料受槽を設ける設計とする。 

再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備は，

ＭＯＸ燃料加工施設の燃料油供給設備へ燃料油

を供給する。このため，再処理施設の一般蒸気

系の燃料貯蔵設備を，再処理施設と共用し，共

用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 空調用冷水設備 

① 概要 

空調用冷水設備は，気体廃棄物の廃棄設備の

給気設備によって燃料加工建屋内に取り込んだ

外気を給気系の冷却コイルで冷却する設計とす

る。また，空調用冷水は，空調用冷凍機と給気

系の冷却コイルとの間で循環及び冷却する設計

とする。 

＜中略＞ 

 

(５) 空調用蒸気設備 

① 概要 

空調用蒸気設備は，気体廃棄物の廃棄設備の

給気設備によって燃料加工建屋内に取り込んだ

外気を給気系の加熱コイルで加熱する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.5 空調用設備 

空調用設備の設計に係る共通的な設計方針について

は，第 1 章 共通項目の「2.地盤」，「3.自然現象

等」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工施設

内における溢水による損傷の防止」及び「8.設備に対

する要求」に基づくものとする。 

 

(1) 空調用冷水設備 

 

空調用冷水設備は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設

備によって燃料加工建屋内に取り込んだ外気を給気系

の冷却コイルで冷却する設計とする。また，空調用冷

水は，空調用冷凍機と給気系の冷却コイルとの間で循

環及び冷却する設計とする。 

 

 

 

(2) 空調用蒸気設備 

 

空調用蒸気設備は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設

備によって燃料加工建屋内に取り込んだ外気を給気系

の加熱コイルで加熱する設計とする。 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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(７) 窒素循環用冷却水設備 

 

窒素循環用冷却水設備は，燃料加工建屋内に

設置するローカルクーラト.(イ)(7)-1 等の空調

用機械に冷却水を供給し，循環及び冷却する設

計とする。 

 

 (８) 窒素ガス設備 

 

窒素ガス設備は，空気から窒素を抽出する窒

素ガス発生装置により，窒素雰囲気型グローブ

ボックス並びに粉末調整工程，ペレット加工工

程，燃料棒加工工程，燃料集合体組立工程，梱

包出荷工程及び核燃料物質の検査設備の分析設

備の窒素ガスを用いる各装置に，窒素ガスを供

給する設計とする。 

 

 

(９) 水素・アルゴン混合ガス設備 

水素・アルゴン混合ガス設備は，エネルギー

管理建屋に設置し，水素ガス設備から供給され

る水素ガスとアルゴンガス設備から供給される

アルゴンガスを減圧して所定の割合（水素濃度

９vol％以下）で混合し，成形施設のペレット

加工工程の焼結設備の焼結炉及び実験設備の小

規模試験設備の小規模焼結処理装置に供給する

設計とする。 

 

(10) アルゴンガス設備 

アルゴンガス設備は，水素・アルゴン混合ガ

ス設備，成形施設のペレット加工工程の焼結設

備の焼結炉，実験設備の小規模試験設備の小規

模焼結処理装置，被覆施設の燃料棒加工工程の

スタック乾燥設備及び挿入溶接設備，核燃料物

質の検査設備の分析設備等に用いるアルゴンガ

スを液化アルゴン貯槽からアルゴン蒸発器で気

化，減圧し供給する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 窒素循環用冷却水設備 

① 概要 

窒素循環用冷却水設備は，燃料加工建屋内に

設置するローカルクーラ等の空調用機械に冷却

水を供給し，循環及び冷却する設計とする。 

＜中略＞ 

 

(８) 窒素ガス設備 

① 概要 

窒素ガス設備は，空気から窒素を抽出する窒

素ガス発生装置により，窒素雰囲気型グローブ

ボックス並びに粉末調整工程，ペレット加工工

程，燃料棒加工工程，燃料集合体組立工程，梱

包出荷工程及び核燃料物質の検査設備の分析設

備の窒素ガスを用いる各装置に，窒素ガスを供

給する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

7.4.6 窒素循環関係設備 

窒素循環関係設備の設計に係る共通的な設計方針に

ついては，第 1 章 共通項目の「2.地盤」，「3.自然

現象等」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工

施設内における溢水による損傷の防止」及び「8.設備

に対する要求」に基づくものとする。 

 

(1) 窒素循環冷却機用冷却水設備 

 

窒素循環冷却機用冷却水設備は，燃料加工建屋内に

設置するローカルクーラト.(イ)(7)-1 及び循環窒素冷

却用冷凍機の空調用機械に冷却水を供給し，循環及び

冷却する設計とする。 

 

(2) 窒素ガス供給設備 

 

窒素ガス供給設備は，空気から窒素を抽出する窒素

ガス発生装置により，窒素雰囲気型グローブボックス

並びに粉末調整工程，ペレット加工工程，燃料棒加工

工程，燃料集合体組立工程，梱包出荷工程及び核燃料

物質の検査設備の分析設備の窒素ガスを用いる各装置

に，窒素ガスを供給する設計とする。 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(イ)(7)-1

は，事業変更許可申請

書(本文)のト.(イ)(7)-

1 を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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(11) 水素ガス設備 

水素ガス設備は，水素・アルゴン混合ガス設

備に用いる水素ガスを第１高圧ガストレーラ庫

に貯蔵する貯蔵容器から減圧して供給する設計

とする。 

 

 

(12) 非管理区域換気空調設備  

 

非管理区域換気空調設備は，燃料加工建屋の

非管理区域の換気・空調を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 非管理区域換気空調設備 

① 概要 

非管理区域換気空調設備は，燃料加工建屋の

非管理区域の換気・空調を行う設計とする。 

 

 

今回の申請の対象範囲外 

 

 

 

 

＜中略＞ 

(4) 非管理区域換気空調設備 

 

非管理区域換気空調設備は，燃料加工建屋の非管理

区域の換気・空調を行う設計とする。 

 

 

次回申請以降に整合性

を示す。 
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加工施設の事業変更許可申請書（本文七号）との整

合性に関する説明書の記載方針について  
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1.  概要  

加工施設の事業変更許可申請書 (本文七号 )との整合性に関する説明書

（以下「説明書」という。）は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律」（以下「法」という。）第 16 条第 1 項の許可を受けたと

ころによる設計及び工事の計画であることが，法第 16 条の 2 第 3 項第 1

号で認可基準として規定されており，当該基準に適合することを説明する

ものである。  

  

2.  基本方針  

説明書は，設計及び工事の計画が加工事業変更許可申請書（以下「事業

変更許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを，

事業変更許可申請書との整合性により示す。  

事業変更許可申請書との整合性は，事業変更許可申請書「本文七号」と

設計及び工事の計画のうち，「五  設計及び工事に係わる品質マネジメン

トシステム」について示す。  

なお，設計及び工事の計画において，変更に係わる内容が許可の際の申

請書等の記載事項でない場合は，許可に抵触するものではないため，本資

料には記載しない。  

 

3.  説明書の構成  

(1) 説明書の構成は比較表形式とし，左欄から「事業変更許可申請書（本

文）」，「設工認申請書」，「整合性」及び「備考」を記載する。  

(2) 説明書の記載順は，事業変更許可申請書「本文七号」に記載する順

とする。  

(3) 事業変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所に

は，実線のアンダーラインで明示する。記載等が異なる場合には破

線のアンダーラインを引くとともに，設計及び工事の計画が事業変

更許可申請書と整合していることを明示する。  

 

なお， MOX 燃料加工施設の第 2 回申請範囲における説明書の記載は，

第 1 回申請内容と同じである。  
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